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序序序序                    文文文文 
 

独立行政法人国際協力機構は、2011 年 6 月 6 日にパレスチナ暫定自治政府と締結した討議議事

録（R/D）に基づき、2011 年 9 月より「ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェク

ト」を 3 年 4 カ月の予定で実施いたしました。 

当機構は、プロジェクト開始から約 3 年半が経過した 2014 年 4 月に、当機構農村開発部次長

永友紀章を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、パレスチナ暫定自治政府側の評価団と

合同でこれまでの活動実績並びにその結果について終了時評価を行いました。 

本報告書は、同調査団によるパレスチナ暫定自治政府関係者などとの協議及び終了時評価調査

結果などを取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用され

ることを願うものです。 

最後に、本調査にご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心からの感謝の意を表します。 

 

2015 年 8 月 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長    北北北北中中中中    真人真人真人真人 
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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：パレスチナ暫定自治政府 案件名：ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改

善プロジェクト 

分野：農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 畑作地帯課 協力金額（評価時点）：5.19 億円 

協力期間：2011 年 9 月～2014 年 12 月 

（40 カ月間） 

先方関係機関：農業庁（MoA） 

国立農業研究センター（NARC） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

パレスチナ暫定自治政府（以下、「パレスチナ」と記す）において、農業は域内国内総生産

の 4.6％（2013 年）を産出しており、地域の安定及び発展において重要な役割を果たしている。 

国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、2007 年 3 月から 2010 年 3

月にかけて、循環型農業の農業普及の体制基盤を整えることを目的とした技術協力プロジェク

ト「持続的農業技術確立のための普及システム強化プロジェクト（The Project for Strengthening 

Support System Focusing on Sustainable Agriculture (Agricultural Support Assist Project）：ASAP）」

を実施した。ASAP の目標は達成されたものの、ASAP で導入された技術を更に広く普及し、

農家の市場対応能力の強化を図ることによって、農家の収益性向上を実現することが今後の課

題とされた。 

パレスチナ自治政府は、ヨルダン渓谷地域における農家の生計向上をめざした技術協力プロ

ジェクトの実施をわが国に要請した。これを受け、JICA は、中小規模農家の農業収益性向上を

目的とする技術協力プロジェクト「ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト

（Improved Extension for Value-Added Agriculture in the Jordan River Rift Valley：EVAP）」（以下、

「本プロジェクト」と記す）を、2011 年 9 月より業務実施契約で実施している。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、パレスチナ自治政府農業庁（Ministry of Agriculture：MoA）及び国立農

業研究センター（National Agriculture Research Center：NARC）を実施機関として、ヨルダン渓

谷地域の中小規模農家の農業収益性向上のために、農家グループ及び農家の市場対応能力の改

善と付加価値の高い農産物生産技術・知識の習得、及び普及員の付加価値型農業の普及技術・

知識の習得を図るものである。 

 

（1）上位目標 

1）ヨルダン渓谷地域の農業経済が活性化する。 

2）ヨルダン渓谷地域の農家の生計が向上する。 

 

（2）プロジェクト目標 

ヨルダン渓谷地域においてプロジェクトが対象とする中小規模農家の農業収益性が向
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上する。 

 

（3）成果 

1）農民グループ及び農家の市場対応能力が改善される。 

2）付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得する。 

3）普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 5.19 億円 

専門家派遣：8 名（約 51 人月） 

研修員受入：本邦研修 5 名、第三国研修 9 名 

供与機材：42,512 千円 

ローカルコスト負担：133,173 千円 

パレスチナ側： 

カウンターパート配置：48 名 

JICA 専門家事務所と施設 

ローカルコスト負担：165,179 千円 

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 永友 紀章 JICA 農村開発部次長兼第一グループ長 

営農・普及 相川 次郎 JICA 国際協力専門員（農業開発・農村開発） 

協力企画 会津 菜穂 JICA 農村開発部畑作地帯課調査役 

評価分析 鶴井 純 株式会社サステイナブル コンサルタント 

 

パレスチナ自治政府側 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 Mr. Samer TITI 農業庁計画局長 

団  員 Mr. Emad GHENMA 農業庁土壌灌漑局 

団  員 Dr. Ruba ABU AMSHA 国立農業研究センターバイオテクノロ

ジー局長 
 

調査期間 2014 年 4 月 5 日～4 月 23 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

＜成果 1＞ 

成果 1：「普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する」は、達成されてい

ない。 

60％以上の普及員が、付加価値型農業の概念を理解している。付加価値型農業を普及する

ための方法論として EVAP 普及パッケージが開発されているが、ジェンダー、技術検証の方
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法、エンドライン調査などについて、更なる改善が必要である。方法論の一部が確立されて

いないことにより、普及活動も一部の分野で十分な成果を上げていない。 

 

＜成果 2＞ 

成果 2：「農民グループ及び農家の市場適応力が改善される」は、達成されている。 

対象農民グループと農家は、マーケット研修などを通じて、マーケットトレンドとニーズ

に関する情報を取得し、知識を深めている。営農記録簿をつけることによって、生産費用と

その内訳も理解している。ビジネスフォーラムを通じて新たなビジネスパートナーを開発す

るなど、取引先の選択肢も増加している。 

 

＜成果 3＞ 

成果 3：「付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得す

る」は、達成されている。 

技術による差異はあるが、終了時評価時点において 63％の農家が技術を導入しており、

32％は普及段階に至っている。これは、農家による技術導入率の指標である 30％を上回って

いる。 

 

＜プロジェクト目標の達成度＞ 

プロジェクト目標：「ヨルダン渓谷地域においてプロジェクトが対象とする中小規模農家

の農業収益性が向上する」は、終了時評価時点では達成されていない。 

第 1 から第 3 サイクルのプロジェクト活動による増加収益は、ベースライン調査時の農民

グループの総収益から 5.6％の増加と推測された。これは、プロジェクト目標である 20％の

収益増加を下回っている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

プロジェクトは、パレスチナ農家のニーズに応えている。環境・社会面でさまざまな制

約要因を抱えるパレスチナ農家に対し、接木スイカ栽培やコンポストといった実施可能な

代替技術を導入している点は特筆に値する。本プロジェクトは、「国家開発計画 2011-2013

年」、「農業セクター戦略行動計画 2011-2013年」

1
及び「パレスチナ国家農業普及戦略（2012）」

などのパレスチナの開発政策及び日本の対パレスチナ開発援助政策とも整合性が保たれ

ている。 

 

（2）有効性：中程度 

終了時評価時点でプロジェクト目標は達成されておらず、本プロジェクト期間内の目標

達成も難しい。 

本プロジェクトは、農業技術普及のプロセスと技術検証のプロセスを融合させた EVAP

普及パッケージを開発したが、開発には想定以上の時間を要した。結果として接木栽培や

                                                        
1 後継の計画に大きな変更はないものとされている（調査時点）。 
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新作物導入など収益性が高い技術の普及活動に割ける時間が足りなくなって技術の普及

が遅れ、収益性の改善も遅れている。 

成果とプロジェクト目標には論理的な関係性が構築されており、プロジェクト目標達成

に対する成果の貢献度は高いと判断される。 

 

（3）効率性：中程度 

成果 2 と 3 は達成されている。成果 1 については、EVAP 普及パッケージの開発に想定

以上に時間を要したため、現時点で達成されていない。現在、カウンターパートと JICA

専門家によって EVAP 普及パッケージの見直しと改善が進行中であるので、今後は成果 1

の達成度改善が期待できる。 

投入の量、手段、方法、時期は、日本側、パレスチナ側ともおおむね適切であった。「パ

レスチナ開発のための東アジア協力促進会合（Conference on Cooperation among East Asian 

Countries for Palestinian Development：CEAPAD）」プログラムと連携し、第三国研修を行っ

たことは、プロジェクトの効率性を高める結果となった。 

 

（4）インパクト：高い 

指標が測定不能であるため、終了時評価時点で上位目標の達成度を測ることができない

ものの、いつくかのデータは将来的に上位目標が達成される可能性を示唆している。 

農業庁は、EVAP 普及パッケージを継続的に活用し、パレスチナ全国に普及させる計画

である。ドナー機関や非政府組織（Non-Governmental Organizations：NGO）も、接木栽培

やコンポスト製造などプロジェクトによって効果が検証された技術を導入しており、プロ

ジェクトの効果はプロジェクト対象者以外にも広がりつつある。 

負のインパクトは確認されなかった。 

 

（5）持続性：中程度 

プロジェクトは、パレスチナの国家開発計画、農業セクター戦略、農業普及戦略に沿っ

て実施され、また、農業庁には、必要な技術を有し、意欲の高い普及員が、十分な人数配

置されている。また、EVAP 普及パッケージは、有効かつ経済的効率が高い手法であるこ

とが確認されたことなどから、政策、制度、組織面の持続性は高いと判断される。 

技術面では、多くの技術で問題がないものの、コンポストやサイレージといった機械に

依存した技術では、機械の維持管理を適切に行っていく必要がある。 

財政面では、持続性に懸念が残る。農業庁は、EVAP 普及パッケージを使った付加価値

型農業普及を推進していく意向であるが、予算は確保されていない。人工授精についても、

予算が農業庁から配賦される見込みが立っておらず、プロジェクト終了後の活動継続が難

しい状況にある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

・プロジェクトが導入した技術のうちいくつかは、ASAP で効果が確認されていた。 

・カウンターパートのなかには ASAP でもカウンターパートを務めた者が多くおり、プロジ

ェクトの背景を熟知していた。 
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・CEAPAD プログラムと連携することで、パレスチナと共通の要素をもつ研修がインドネシ

ア、マレーシアで実施された。 

 

３－４ 問題点及び問題点を惹起した要因 

・普及パッケージの開発に想定以上の時間を要した。 

・実証された技術を多くの農家に普及して経済効果を発現するには、残された時間が短すぎ

た。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト期間中に、プロジェクト目標を達成することは困難である。現時点の推測収益

は、プロジェクト目標である 20％の収益増加に達していない。2014 年 5 月までの今作期にお

いては、大部分の作付けは既に終了しており、今後、大幅な収益増加は期待できない。次作期

（2014 年 9 月から 2015 年 5 月）も、作期途中の 2014 年 12 月にプロジェクト活動が終了とな

る予定であり、収益増加は部分的なものにならざるを得ない。プロジェクト目標達成には、プ

ロジェクト期間の延長が必要である。 

 

３－６ 提言 

プロジェクト目標達成のため、次作期が終了する 2015 年 6 月までプロジェクト期間を 6 カ

月間延長することを提言する。 

（1）プロジェクトに対する提言 

・フォローアップと普及活動を強化し、より多くの農家に技術を普及する。活動に際して

は、技術ごとに最適な普及戦略を策定したうえで、それを実施する。 

・EVAP 普及パッケージを改良し、完成度を高める。特に必要なのは、ａ）普及パッケー

ジのジェンダー主流化、ｂ）技術検証を始める際の選定基準の明確化、ｃ）エンドライ

ン調査の確実な実施である。 

・プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）における上位目

標の指標を、測定可能なものにする。 

 

（2）パレスチナ側への提言 

・プロジェクト活動の延長に必要な人員と予算を確保すること。 

・将来的な高付加価値型農業の普及に向け、目標や戦略など EVAP 普及パッケージ展開計

画を明らかにすること。 

 

（3）日本側への提言 

・プロジェクト活動の延長に必要な人員と予算を確保すること。 

・延長期間の焦点となるジェンダーと普及戦略に関する専門家を派遣すること。 

 

３－７ 教訓 

（1）プロジェクト初期における活動フロー設定の重要性 

プロジェクト活動の開始に際し、全体の活動フロー（例えば EVAP 普及パッケージのよ
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うなもの）を設定することが重要である。個々の活動の位置づけが明確になり、活動全体

のめざすべきところを関係者全員が認識できるからである。フローは、プロジェクトの途

中で適宜修正する必要がある。 

 

（2）ニーズに即した適正技術特定の重要性 

生産者、カウンターパート並びに消費者のニーズに即した適性技術を早期に特定するこ

とも重要である。本プロジェクトでは、地域の制約要因などを考慮して適正と思われる技

術を特定し、関係者の高い評価を得た。スイカの接木など、ASAP で検証済の技術を導入

したことにより、効率よく普及が進んだものもある。技術を迅速に特定することにより、

早期に技術の「検証」に着手でき、早い段階で「普及」に移ることが可能になる。 

 

（3）SHEP アプローチの活用 

本プロジェクトにおいては、詳細計画策定調査時にケニア共和国「小規模園芸農民組織

強化計画プロジェクト（Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion：SHEP）を参

考にプロジェクトの一部枠組みが構成された。主に、高付加価値農業の普及を果たすため

に、市場と農家をつなぐ SHEP の取り組み事例のいくつかが試行された。当初は、SHEP

のお見合いフォーラムを参考にして開催されたマッチングフォーラムでは、参加市場関係

者と農家のミスマッチや活動ごと前後のつながりが弱いなど、効果は限定的であった。し

かし、終了時評価時点では、EVAP 普及パッケージでは、SHEP アプローチの肝とされてい

るビジネスとしての農業の推進、具体的には市場関係者と農家の間にある市場情報のギャ

ップの緩和に対する取り組みと関係者のモチベーションを上げていく仕掛けの双方が導

入されている。 

一方で、SHEP アプローチを参考にしつつパレスチナの状況に合わせた EVAP 普及パッ

ケージの骨格が開発されている状況でもある。パレスチナの状況に合わせた改良として、

適用技術の検証プロセスとその普及が取り入れられた。アフリカでは、農業技術について

いえば、正条植えや適期の除草など非常に基礎的な技術の導入によって収量が上がり、所

得向上も図られる。これに対し、パレスチナや他の中東諸国の農家では技術レベルは一定

程度であるため、アフリカのような基礎的な技術の導入だけでは所得向上においてインパ

クトは小さく、よって新技術や新品種の導入などが求められる。 

EVAP 普及パッケージでは、市場志向型農業と技術検証ステージを融合されている。こ

のパッケージは、技術検証に市場の視点を入れているため、従来の適正技術開発をメイン

とした案件においても大いに参考になるといえる。 
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Summary of the Results of Evaluation Study 

I. Outline of the Project 

Country: Palestine Project Title: The Project on Improved Extension for 

Value-Added Agriculture in the Jordan River Rift Valley 

Issues/Sector: Agriculture Cooperation Scheme: Technical Cooperation Project 

Division in Charge: 

Rural Development Department 

Total Cost Estimated at the Time of Evaluation: 

519 million yen 

Period of Cooperation: 

September 2011 - December 2014 

Partner Country’s Implementation Organizations: 

Ministry of Agriculture (MoA) 

National Agriculture Research Center (NARC) 

Supporting Organizations in Japan: None 

1. Background of the Project 

Agriculture sector contributes 4.6% (2013) of Gross Domestic Product in Palestine and has been 

playing an important role in development and stabilization of the area. 

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA”) implemented “The 

Project for Strengthening Support System Focusing on Sustainable Agriculture (hereinafter 

referred to as “ASAP”) from March 2007 to March 2010. The project purpose of ASAP, which 

was “To establish a basis for the effective agricultural extension system through direct linkage 

between research and extension”, was achieved. However, sustaining and intensifying the 

linkage between research and extension as well as improving farmers’ livelihoods were 

recognized as further challenges. 

To address the challenges, Palestine requested the Government of Japan to implement a 

technical cooperation project aiming at improving livelihoods of farmers in the Jordan River 

Rift Valley. In response to the request, JICA decided to conduct “The Project on Improved 

Extension for Value-added Agriculture in the Jordan River Rift Valley (hereinafter referred to as 

“the Project”)”. The Project has been in operation since September 2011. 

 

2. Project Overview 

(1) Overall Goals 

1. Agricultural economy is changed in the Jordan River Rift Valley. 

2. Farmers’ livelihoods are improved in the Jordan River Rift Valley. 

 

(2) Project Purpose 

Agricultural profitability of targeted small and medium sized farmers in the Jordan River Rift 

Valley is improved. 

 

(3) Outputs 

1. The extensionists acquire necessary techniques and information for extending value-added 

agriculture. 

2. The targeted small and medium sized farmers and farmers’ Organizations’ capacity to 
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respond to the market is improved. 

3. The targeted small and medium sized farmers and farmers’ organizations acquire the 

techniques and information to yield value-added agricultural produce. 

 

(4) Inputs (by the end of March 2014) 

Japanese Side: 

Dispatch of Experts: 8 experts (51 person-months) 

Training of Counterpart Personnel: (5 in Japan, and 9 in the third countries) 

Equipment: 42,512,000 Yen 

Local cost: 133,173,000 Yen 

Palestinian Side: 

Counterpart personnel: 48 

Office with facilities 

Local cost: 165,179,000 Yen 

II. Evaluation Team 

Members Japanese Team: 

Mr. Noriaki Leader Deputy Director General and Group 

NAGATOMO  Director for Rural Development 1, Rural 

  Development Department, JICA 

Dr. Jiro AIKAWA Farming System/ Senior Advisor, JICA 

 Extension 

Ms. Naho AIZU Cooperation Assistant Director, Field Crop Based 

 Planning Farming Area Division, Rural  

  Development Department, JICA 

Dr. Jun TSURUI Evaluation Consultant, Sustainable Inc. 

 Analysis 

 

Palestinian Team: 

Mr. Samer TITI Leader Director of Planning Department, General 

 Directorate of Planning and Policy, MoA 

Mr. Emad GHENMA Member Director of Soil Department, MoA 

Dr. Ruba ABU AMSHA Member Director of Biotechnology Department, 

 NARC 

Period of Evaluation: 5 April – 23 April 2014 Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

III. Results of Evaluation 

1. Achievements 

1-1. Achievements of Outputs 

(1) Output 1: Not achieved 

Output 1 “The extensionists acquire necessary techniques and information for extending 

value-added agriculture.” has not been achieved to the target level. 



ix 

More than 60% of extensionists understand concepts of value-added agriculture clearly. The 

Project developed the EVAP extension package (EVAP is an abbreviation of the Project title) as 

a method to disseminate value-added agriculture. However, the package requires further 

improvements especially on gender, method of technology verification, and endline survey. 

Extension services have not been fully delivered to farmers and farmers have not generated full 

benefits since the method has not been estabilished. 

 

(2) Output2: Achieved 

Output 2 “The targeted small and medium sized farmers and farmers’ Organizations’ capacity to 

respond to the market is improved.” has been achieved. 

Targeted farmers’ organizations and farmers gained information and knowledge of market trends 

and needs mainly by marketing training. They are keeping farm records to understand 

production costs and their breakdown. Farmers broadened market channels by finding new 

business partners in business forums. 

 

(3) Output 3: Achieved 

Output 3 “The targeted small and medium sized farmers and farmers’ organizations acquire the 

techniques and information to yield value-added agricultural produce.” has been achieved.  

Though it varies from technology to technology, 63% of the targeted farmers introduced some 

of value-added agricultural technologies. Farmers who introduced the technologies at their own 

initiatives were 32% of the targeted farmers. The figure is higher than the target which is 30%. 

 

1-2. Achievement of Project Purpose 

The Project purpose “Agricultural profitability of targeted small and medium sized farmers in 

the Jordan River Rift Valley is improved.” has not been achieved to the target level at the time 

of evaluation. 

Profit generated by targeted farmers’ organizations of the 1st to 3rd cycle was preliminarily 

estimated at 5.6% increase from the time of baseline survey. The figure is lower than the 

indicator which is 20%. 

 

2. Summary of Evaluation Results 

2-1. Relevance: High 

The Project responds real needs of Palestinian farmers. It is striking that the Project is providing 

alternative and affordable technologies such as grafted watermelon and compost production to 

overcome environmental and social restrictions in Palestine. The Project purpose is in line with 

development policies of Palestine as well as country assistance policy of Japan. 

 

2-2. Effectiveness: Moderate 

The Project purpose has not been achieved at the time of evaluation. It would be difficult to 

achieve the purpose within the Project period. 

The Project successfully developed the EVAP extension package to integrate verification and 
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extension processes of technologies. However, the development required longer time than it was 

expected. Remaining Project period is not enough to diffuse high-profit technologies such as 

grafting and new crop introduction. The delay of technology extension results insufficient 

incremental profitability of farmers’ organizations and nonattainment of the Project purpose. 

 

2-3. Efficiency: Moderate 

The Output 2 and 3 are expected to be attained. The Output 1 has not been achieved at the time 

of evaluation. It required long time to develop the EVAP extension package. Achievement level 

of the Output 1 is expected to be improved as the package is being improved by counterparts 

and JICA experts. 

Inputs both by Japan and Palestine are generally appropriate. Third country training conducted 

in collaboration with “Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian 

Development (CEAPAD)” increased efficiency of the Project. 

 

2-4. Impact: High 

It was impossible to measure achievement level of the overall goals. The indicators were not 

measurable. However, some facts show sign of achieving the overall goals in the future. 

MoA is going to apply the EVAP extension package continuously. MoA is even planning to 

expand its application to all over Palestine. Donor agencies and NGOs are applying 

technologies verified by the Project, such as grafting and compost production. Effects of the 

Project are outflowing. 

 

2-5. Sustainability: Moderate 

Sustainability of policy, institutional, and organizational aspects are high. Technical 

sustainability is high for most of the technologies. There are concerns about compost and silage 

production. Good maintenance of machines is crucial as these technologies depend heavily on 

use of machines. Financial sustainability is another concern. MoA is planning to diffuse 

value-added agriculture by using the EVAP extension package, but no budget is secured. 

Continuation of artificial insemination activities after the Project is uncertain, since budget 

allocation is unpromising. 

 

3. Factors that Promoted Realization of Effects 

� The Project introduced several technologies which already verified by ASAP. 

� Some of the counterparts had engaged in ASAP and they had good understanding of the 

Project background. 

� Collaboration with CEAPAD program enabled the Project to conduct trainings in Indonesia 

and Malaysia for common issues among the countries. 

 

4. Factors that Inhibited Realization of Effects 

� Development of appropriate extension package had required longer time than it was 

expected. 
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� There was not enough time for the Project to extend verified technologies to large numbers 

of farmers and observe significant economic impacts. 

 

5. Conclusion 

The evaluation team concluded that complete achievement of the Project purpose within the 

Project period is difficult. Incremental benefit of farmers’ organizations at the time of evaluation 

is estimated at 5.6%. This falls below the target which is 20%. Great increase is not expectable 

in this cropping season (until May 2014), since most of agricultural activities were already 

worked out. Benefits in the next cropping season (September 2014 to May 2015) might also 

come short. The Project is going to be terminated in the middle of the next season, December 

2014. Therefore, extension of the Project duration is required to achieve the Project purpose. 

 

6. Recommendations 

The evaluation team recommends that duration of the Project shall be extended for six months 

to continue Project activities until the end of next cropping season and attain the Project 

purpose. 

(1) To the Project 

� Follow Up and Extension activities should be strengthened to disseminate technologies to 

more numbers of farmers. It is important to formulate extension strategy for respective 

technology and conduct extension activities based on the strategy. 

� The EVAP extension package should be improved. Especially, a) gender mainstreaming, 

b) selection criteria and process of technologies for verification, and c) steady 

implementation of endline survey are the important issues. 

� The PDM should be revised. The indicator for the overall goals needs to be measurable. 

 

(2) To Palestinian Side 

� The MoA should secure human resources and budget required for the Project extension. 

� The MoA should formulate an expansion plan of the EVAP extension package application to 

strengthen promotion of value-added agriculture. The plan must include target and strategy. 

 

(3) To Japanese Side 

� JICA should secure budget for the Project extension. 

� JICA should dispatch experts for gender and extension strategy which are core activities in 

the extension period. 

 

7. Lessons Learnt 

(1) Establishment of Activity Flow at the Initial Stage of Project 

An activity flow, such as the EVAP extension package, should be set out at the initial stage of 

project. It makes all the stakeholders understand how their activities contribute the Project 

purpose. The flow should be revised as need arises. 
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(2) Identification of Appropriate Technologies Meeting Needs of Farmers 

Identifying appropriate technologies at early stage of project considering needs of farmers, 

counterparts, and consumers is confirmed to be important. The Project successfully identified 

appropriate technologies to combat restrictions in Palestine. It was appreciated by farmers and 

MoA as well as consumers. Technologies verified by ASAP, such as grafted watermelon, 

diffused efficiently and rapidly. Identification of appropriate technology at early stage enables 

projects to commence technology verification and extension activities precociously. 
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第１章第１章第１章第１章    終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

１－１－１ プロジェクト実施の経緯 

パレスチナ暫定自治政府（以下、「パレスチナ」と記す）におけるヨルダン渓谷地域（ジェ

リコ県及びトゥバス県とナブルス県の一部、面積 1,000km2
）はヨルダン川西岸地区の東部に位

置している。本地域において農業は域内国内総生産の 4.6％（2013 年）を産出し、地域の安定

及び発展において重要な役割を果たしている。 

国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は「ジェリコ地域開発計画調査」

（2005 年 10 月～2006 年 9 月）に引き続き、2007 年 3 月から 2010 年 3 月まで技術協力プロジ

ェクト「持続的農業技術確立のための普及システム強化プロジェクト〔The Project for 

Strengthening Support System Focusing on Sustainable Agriculture（Agricultural Support Assist 

Project）：ASAP〕」を実施した。ASAP は、循環型農業、節水農業及び土壌保全に係る研究の実

施・研修などを通じた普及関係者の能力向上と、農家が自立的に循環型農業、節水農業及び土

壌保全を実施することをめざしたデモファーム運営を含む普及活動とを通じ、農業普及のため

の体制基盤を整えることを目的とし、5 つのデモ農業試験圃場を設置した。デモ農業試験圃場

は、ヨルダン渓谷における「参加型研究・普及のプラットフォーム」として機能し、プロジェ

クト目標は達成された。 

しかしながら、プロジェクトで導入された栽培方法の改善や新品種の導入などの技術を更に

広く普及し、農家の市場対応能力の強化を図ることで、プロジェクト対象地域の農家の収益性

の向上を実現することが、今後の課題とされた。 

以上のような背景から、パレスチナ自治政府はわが国に対し、プロジェクト対象地域の農家

の生計向上のための技術協力プロジェクトの実施を要請した。これを受けて、農家の市場対応

能力の向上と、市場ニーズの高い農産物を生産できる技術と知識の習得に関する支援を通じて

中小規模農家の農業収益性が向上することを目的とする技術協力プロジェクト「ヨルダン渓谷

地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト（Improved Extension for Value-Added Agriculture in 

the Jordan River Rift Valley：EVAP）」（以下、「本プロジェクト」と記す）を 2011 年 9 月より業

務実施契約により実施している。 

 

１－１－２ プロジェクトの概要 

プロジェクトの概要をまとめた資料として、2012 年 7 月にプロジェクト・デザイン・マトリ

ックス（Project Design Matrix：PDM）第 1 版が作成された

1
（PDM 第１版の詳細は付属資料 1

参照）。2012 年 12 月に PDM の改訂が行われ、PDM 第 2 版が作成された

2
（PDM 第 2 版の詳細

は付属資料 2 参照）。改訂の主な内容は、ターゲットグループと指標の具体化である。PDM 第

2 版に基づく終了時評価調査時点のプロジェクト概要は、表１－１のとおりである。 

 
  

                                                        
1 2012 年 7 月の第 2 回合同調整委員会で承認された。 

2 2012 年 11 月の第 3 回合同調整員会で合意されたが、数値の調整が必要だったため、完成は 2012 年 12 月となった。 
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表１－１  終了時評価調査時点におけるプロジェクトの概要 

実施期間 2011 年 9 月 11 日～2015 年 1 月 10 日（40 カ月間） 

実施機関 パレスチナ自治政府農業庁及び国立農業研究センター 

対象地域 パレスチナ西岸 ジェリコ県、トゥバス県及びナブルス県の一部 

ターゲットグループ 農民組織に所属している中小規模農家 770 戸 

上位目標 1.ヨルダン渓谷地域の農業経済が活性化する。 

2.ヨルダン渓谷地域の農家の生計が向上する。 

プロジェクト目標 ヨルダン渓谷地域においてプロジェクトが対象とする中小規模農

家の農業収益性が向上する。 

成果 成果 1：農民グループ及び農家の市場対応能力が改善される。 

成果 2：付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グルー

プ及び農家が習得する。 

成果 3：普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得す

る。 

 

１－２ 終了時評価調査の目的 

2014 年 12 月のプロジェクト終了を控えて実施された本終了時評価調査の目的は、以下の 3 点

である。 

・プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認する。 

・今後のプロジェクト運営に必要な提言を行う。 

・今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導く。 

 

１－３ 評価調査の手法 

１－３－１ 評価調査団の構成 

本終了時評価調査は、日本側とパレスチナ側双方から選出された合同評価団による合同評価

によって実施された。日本側評価調査団とパレスチナ側評価調査団の構成を、以下に示す。 

（1）日本側評価調査団 

日本側評価調査団は、表１－２に示す 4 名で構成された。 

 

表１－２ 日本側評価調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 永友 紀章 国際協力機構 農村開発部次長兼第一グループ長 

営農・普及 相川 次郎 国際協力機構 国際協力専門員（農業開発・農村開発） 

協力企画 会津 菜穂 国際協力機構 農村開発部畑作地帯課調査役 

評価分析 鶴井 純 株式会社サステイナブル コンサルタント 

 

（2）パレスチナ側評価調査団 

パレスチナ側評価調査団は、表１－３に示す 3 名で構成された。 
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表１－３ パレスチナ側評価調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 Samer TITI 農業庁計画局長 

団  員 Emad GHENMA 農業庁土壌灌漑局長 

団  員 Ruba ABU AMSHA 国立農業研究センターバイオテクノロジー局長 

注：Ghenma 氏は現地調査に参加しなかった。 

 

１－３－２ 主な分析項目 

本終了時評価調査における主な分析項目は、以下に示す 3 点である。 

（1）実施プロセス 

どのようなプロセスでプロジェクトが実施されたのかを、以下の視点で確認する。 

・実施体制は適切だったか。 

・関係者間のコミュニケーションは適切だったか。 

・モニタリングは適切に実施されたか。 

・適切な意思決定がなされたか。 

・導入された技術的手法は適切だったか。 

・技術移転は適切に実施されたか。 

 

（2）プロジェクトの実績 

プロジェクト実施の結果として、終了時評価調査時点でプロジェクトがどのような実績

を残しているのかを、以下の視点で確認する。 

・投入は計画どおり実施されたか。 

・活動は計画どおりに実施されたか。 

・成果はどこまで達成されているか。 

・プロジェクト目標はどこまで達成されているか。 

・上位目標はどこまで達成されているか。 

 

（3）評価 5 項目 

評価 5 項目に基づきプロジェクトを評価する。評価 5 項目による評価には、終了時調査

評価以降の見込みも含む。各項目を評価する際に視点は、表１－４のとおりである。 

 

表１－４ 評価 5 項目の視点 

項 目 視 点 

妥当性 ・プロジェクト目標及び上位目標は、ターゲットグループ・相手国・ドナ

ーの優先度並びに政策・方針との整合性がとれているか。 

有効性 ・プロジェクト目標は達成されたか。 

効率性 ・プロジェクトへの投入が、有効に活用されているか。 

・投入の手段やタイミングは適切だったか。 

インパクト ・プロジェクトによって直接または間接的に、意図的または意図せずに生
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じる、正・負の変化があるか。 

・上位目標の達成可能性はどの程度か。 

持続性 ・ドナーによる支援が終了しても、プロジェクトによる便益が継続するか。 

 

１－３－３ データ収集の方法 

本終了時評価では、分析に必要なデータの収集方法として、以下に示す 4 手法を用いる。 

（1）文献調査 

パレスチナの開発計画や日本の援助方針などについては、文献調査によってその内容を

確認する。プロジェクトの効果を定量的に測定する必要がある場合にも、プロジェクトが

実施した各種調査の報告書から数値を抽出する

3
。例えば、ベースライン調査の結果などを

できる限り利用する。 

 

（2）質問票調査 

質問の意図が容易に理解できる項目については、現地調査に先立って作成した質問票を

関係者に配布し、回答の作成を依頼する。 

 

（3）インタビュー調査 

質問票調査では質問の意図が理解しづらいと思われる項目については、関係者へのイン

タビュー調査を実施し、質問の意図を直接説明しながら調査を行う。調査の過程で質問票

作成時に想定していなかった課題を発見できることも、インタビュー調査の長所である。

本調査におけるインタビュー調査対象者のリストを、付属資料 3 の Appendix 3 に示す。 

 

（4）観察 

インタビュー調査の対象者が何らかの圧力を受けている場合には、インタビューによっ

て真実を知ることが難しくなる。このような事態を避けるため、プロジェクトの受益者や

活動対象地区を訪問し、状況を直接観察する。 

このように、本調査では、文献調査による「定量的なデータ」、質問票調査とインタビ

ュー調査による「関係者の証言に基づくプロセスの理解」、観察による「定性的なデータ」

の三方面からトライアンギュレーションを行い、事実の確認に努める（図１－１参照）。 

 
  

                                                        
3 時間的及び予算的制約により、本終了時評価調査のなかで定量的な調査は実施できないので、既にプロジェクトが実施した

各種調査のデータをできる限り活用する。 
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図１－１ 収集するデータとトライアンギュレーションによる検証 

 

１－３－４ 調査日程 

パレスチナにおける現地調査は、2014 年 4 月 5 日から 4 月 23 日にかけて実施された。調査

日程の詳細は、付属資料 3 の Appendix 4 に示すとおりである。ただし、付属資料 3 を作成した

4 月 21 日時点では 4 月 24 日に帰国の予定だったが、大使館報告が予定より早まったため、実

際には 4 月 23 日に帰国した。 

 

 

事実

定量的

データ

定性的

データ

関係者

の証言
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図２－２ プロジェクトの実施体制 

普及タスクフォース 

普及員 

JICA 専門家チーム 

合同調整委員会（JCC) 

デモンストレーション及び

技術検証タスクフォース 

意思決定 

助言 

技術移転と支援 

カウンターパート 
プロジェクトディレク

ターとマネジャー

プロジェクト・コアメンバー

第２章第２章第２章第２章    プロジェクトの実施プロセスと実績プロジェクトの実施プロセスと実績プロジェクトの実施プロセスと実績プロジェクトの実施プロセスと実績 
 

２－１ 実施プロセス 

２－１－１ 実施工程 

PDM 第 2 版では、2011 年 7 月から 2014 年 10 月の 40 カ月間がプロジェクトの実施期間とさ

れているが、実際には開始が 2 カ月遅れ、2011 年 9 月から 2014 年 12 月（40 カ月間）となっ

た。 

以下に示す図２－１のとおり、プロジェクトは 4 つのサイクルで構成され、1 サイクルで一

連の普及関連活動が一通り実施された。プロジェクト期間内に 4 サイクルを繰り返すことによ

って、普及手法の改善を図る構想であった。第 1 サイクルが特に長くなっているのは、2011/12

年作期が始まったあとにプロジェクト活動が開始されたため、技術の検証活動など作物栽培に

係る作業が 2012/13 年作期にずれ込んだためである。 

プロジェクト期間を JICA の契約年次で分けた場合には、3 つの年次に分けられる。サイクル

並びに契約年次ごとの活動計画（Plan of Operation：PO）及び活動実績の詳細は、付属資料 3

の Appendix 5 の活動計画表に示すとおりである。 

 

 
JCC：合同調整委員会 

図２－１ プロジェクトの実施工程 

 

２－１－２ 実施体制 

プロジェクト実施体制を整理すると、図２－２のとおりとなる。 
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（1）合同調整委員会 

プロジェクト実施に関する重要な意思決定を行う機関として、合同調整委員会（Joint 

Coordination Committee：JCC）が設立された。JCC の議長は、農業支援サービス担当の農

業庁（Ministry of Agriculture：MoA）次官補である。JCC のパレスチナ側メンバーは、以

下に示すとおりである。 

・農業庁農業支援サービス担当次官補 

・農業庁普及・地域開発局長 

・農業庁土壌・灌漑局長 

・農業庁計画局長 

・計画庁援助調整課長 

日本側のメンバーは、以下に示すとおりである。 

・プロジェクトの JICA 専門家（チームリーダー） 

・プロジェクトの JICA 専門家 

・JICA パレスチナ事務所長 

JCC メンバーのなかで、2 名が特別な役割を担っている。農業支援サービス担当次官補

がプロジェクトディレクターに、農業庁普及・地域開発局長がプロジェクトマネジャーに

任命されている。両者は、プロジェクトのカウンターパートでもある。 

 

（2）プロジェクト実施のためのタスクフォース委員会 

2011 年にプロジェクト実施のためのタスクフォース委員会が 2 つ設立された。１つは、

技術タスクフォースで、もう 1つはマーケティングタスクフォースである。2013年１月に、

タスクフォースは EVAP 普及パッケージに沿った形に再編された。すなわち、デモンスト

レーション・技術検証タスクフォースと、普及タスクフォースである。デモンストレーシ

ョン・技術検証タスクフォースのメンバーは、技術ごとに細分化されている。タスクフォ

ース委員会のメンバーは、プロジェクトのカウンターパートでもある。 

委員会メンバーのうち 4 名がプロジェクト・コアメンバーに任命されており、プロジェ

クト実施の中心的役割を果たしている。4 名全員が、普及・地域開発局の職員である。 

 

（3）普及員 

普及員は、県農業支局に配属されている。県農業支局の普及員のうち数名がプロジェク

トのカウンターパートに任命されている。 

 

（4）カウンターパート 

プロジェクトのカウンターパートに指名されているのは、JCC 委員 2 名、タスクフォー

ス委員、県農業支局に配属されている普及員の一部である。カウンターパートの総数は 48

名になる。このうち、15 名はプロジェクトの主たるカウンターパート機関である農業庁普

及・地域開発局の職員である。農業庁からは、加えて、土壌・灌漑局職員 2 名、マーケテ

ィング局職員 3 名、研究農業技術サービス局職員 10 名がカウンターパートになっている。

ナブルス、ジェリコ、トゥバス 3 県の県農業支局の普及員のうち、カウンターパートにな

っているのは 17 名である。    
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（5）JICA 専門家チーム 

チーフアドバイザーに代表される JICA 専門家チームの役割は、カウンターパートを支

援することと、カウンターパートに技術移転をすることである。 

 

２－１－３ 意思決定手法 

PDM の改訂などのプロジェクトに関する重要な意思決定は、JCC において行われた。終了時

評価調査時点までに 5 回の JCC が開催されており、主な議題は、表２－１のとおりである。JCC

での議論の詳細は、議事録としてまとめられている。これら議事録を、付属資料 3 の Appendix 

6 に示す。 

 

表２－１ これまでに開催された JCC の概要 

開催回数 開催日時 主な議論 

第 1 回 2012 年 3 月 20 日 ・ワークプランの承認 

第 2 回 2012 年 7 月 26 日 ・PDM 第 1 版の承認 

・運営指導調査の結果共有 

・第 1 年次活動の進捗報告 

・第 2 年次の活動計画 

第 3 回 2012 年 11 月 13 日 ・PDM 第 2 版の条件付き承認 

・第 1 年次活動の結果報告 

・第 2 年次の今後の活動計画 

第 4 回 2013 年 8 月 14 日 ・第 2 年次活動の結果報告 

・予算執行状況 

第 5 回 2013 年 12 月 19 日 ・第 3 年次の活動計画 

 

２－１－４ コミュニケーション 

（1）カウンターパート 

プロジェクト・コアメンバーと JICA 専門家チームは、毎週会議を行い、定期的な意見

交換を行っている。タスクフォースメンバーとは、タスクフォース会議を定期的に開催す

ることを通じてコミュニケーションが図られている。農業庁各局の専門技術員（Subject 

Matter Specialist：SMS）や県職員に対しては、合同タスクフォース会議を 2 カ月に 1 回開

催し、情報共有を図っている。 

 

（2）JICA 在外事務所及び本部 

JICA パレスチナ事務所には、JICA 専門家チームが月報も含め、活動進捗を報告してい

る。フィールドデーなどのプロジェクト活動に事務所員が参加することもある。JICA 本部

に対しても、JICA 専門家チームが月報を送付している。必要に応じ、メンバー帰国時に活

動報告も実施している。 

 

（3）関連機関 

カウンターパートを通じてドナーや非政府組織（Non-Governmental Organizations：

NGO）との間でプロジェクトの経験と情報が関連機関と共有された。具体的な事例は、表



 

－9－ 

２－２に示すとおりである。 

 

表２－２ 関連機関とのコミュニケーション 

意見交換先 
意見交換における 

主な議題 
意見交換の結果 

ドナー機関 

イスラム銀行と米国国際開

発庁（USAID） 

接木苗 両機関によって接木苗 2,000 dunum4
分が

配布された。 

国際連合食糧農業機関

（FAO） 

サイレージ FAO によってサイレージ製造機械が

Bquaia 地区に配布された。 

FAO 衛生的な乳製品製造 FAO が乳製品製造器具を西岸地区全域に

配布した。 

FAO 人工授精 FAO が人工授精用機材を供与した。 

USAID ラベル入り梱包材 USAID がグアバ用の梱包材 200t を

Qalqila に配布した。 

Danish Program 営農記録簿 Danish Program がヨルダンでプロジェク

トが開発した営農記録簿の配布を計画中

である。 

Danish Program コンポスト製造 カウンターパートがマニュアル作成の支

援を開始した。 

非政府組織（NGO） 

公益社団法人日本国際民間

協力会（NICCO） 

有機小麦の栽培（コ

ンポストの利用） 

NICCO がヨルダン渓谷でコンポストを

利用し始めた。 

パレスチナ子供のキャンペ

ーン 

接木 

節水灌漑 

ガザ地区で接木技術が広がっている。 

ガザ地区で節水灌漑に関する研修が実施

される予定である。 

エルサレム応用科学研究所

（ARIJ) 

羊の生乳販売 プロジェクト支援対象農民グループとの

間で生乳販売に関する合意がなされた。 

ARIJ コンポスト製造 ARIJ は、Qalqila 地区にコンポストセンタ

ーを建設する予定である。 

PARC とパレスチナ農業開発

センター（UAWC） 

グアバ栽培 両機関によってグアバの苗が配布され

た。 

Knowledge Access for Rural 

Interconnected Areas Network 

（KariaNet） 

普及材料 営農記録簿や営農記録簿から作物別収益

分析を行う方法を示したポスターなど、

プロジェクトの普及ツールが KariaNet と

共有された。 

 

（4）一般向け教材配布及び広報 

プロジェクトで開発された手法や成果を、ターゲットグループの農家及びその他の農家

一般に広く普及する目的でさまざまな教材が開発された。また、プレスリリースなどの広

報活動が実施された。プロジェクトで実施された広報活動の一覧を、付属資料 3の Appendix 

                                                        
4 1 dunum = 1,000 m2 = 0.1 ha 
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7 に示す。 

 

２－１－５ 技術的手法 

（1）ASAP の経験と普及対象技術 

本プロジェクトは、ASAP で導入された栽培方法の改善や新品種の導入などの技術をさ

らに広く普及することが、協力開始の背景となっている。表２－３に示すとおり、プロジ

ェクトで推奨している 10 の技術のうち、6 技術が ASAP でも対象となっていた。ASAP で

対象とされていた技術であっても、本プロジェクトで更なる改良が加えられ、再度技術検

証が行われたものもある。 

 

表２－３ 検証の対象となる技術と ASAP における関連活動の有無 

検証の対象となる技術 ASAP における関連活動 

節水灌漑 有（ASAP で導入していたのはテンシオメーターのみ） 

人工授精 無 

脱塩技術 無 

接木 有（ASAP で導入していたのはスイカのみ） 

乳製品の販売促進 有（ASAP で実施していたのは主に衛生面の改善） 

羊毛手工芸品づくり 無 

サイレージ製造 有（ASAP ではグループではなく個人での製造） 

コンポスト製造 有（ASAP ではグループではなく個人での製造） 

農業資材の共同購入 無 

新作物の導入 有（ASAP で導入していたのは主にハーブ類） 

 

（2）EVAP 普及パッケージ 

プロジェクトでは、付加価値型農業普及を実現するための手法をまとめたものとして、図

２－３に示すとおり、EVAP 普及パッケージを開発した。パッケージは大きく左側の縦の流

れ（農家が付加価値型農業実施に必要な技術を習得するめの一連の活動）と、右側の縦の流

れ（技術の有効性を検証するための一連の活動）から成る。EVAP 普及パッケージは、ケニ

ア共和国「小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト」（ Smallholder Horticulture 

Empowerment and Promotion：SHEP）アプローチ

5
の概念も参考にしながら作成された。 

 

 

                                                        
5 ケニア共和国「小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト」で実施された一連の活動群のこと。基礎となる取り組みは、情

報の非対称性緩和及び人の動機づけに着目した仕掛けである。 
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（3）営農記録簿と作物別損益分析 

EVAP 普及パッケージでは、左側の縦の流れ（農家が付加価値型農業に必要な技術を習

得するための一連の活動）と右側の流れ（技術の有効性を検証するための一連の活動）を

どのように結びつけるかが 1 つの鍵となる。プロジェクトでは、農家に営農記録簿を配布

し、営農状況を詳しく記録することを推奨している。これら農家レベルの営農記録と技術

検証の結果を基に作物別損益分析を行うことによって、従来型栽培技術と新栽培技術の収

益が比較できる。 

 

（4）ジェンダー主流化 

ジェンダー主流化の観点から、EVAP 普及パッケージの各ステップに、表２－４に示す

ジェンダー視点が取り入れられた。これらジェンダー主流化の結果として、女性の労働負

荷の軽減、家庭内の意思決定への協働参画の実現が期待されている。 

 

表２－４ EVAP 普及パッケージのジェンダー主流化 

普及パッケージのステップ ジェンダー主流化を行った点 

1．対象農民グループの特定 特になし 

2．ベースライン調査 ・男女の労働分担に関する質問を追加した。 

・男女の意思決定に関する質問を追加した。 

3．マーケティング研修とビジネ

スフォーラム 

・女性の参加を促進するために、研修会場をラマラから農

民グループの活動地域に変更した。 

・マーケティング研修の一環として、ジェンダーに関する

研修を追加した。 

・マーケティング研修で、女性の参加促進を農家に呼びかけた。 

対象農民グループ

の特定 

ベースライン 

調査 

マーケティング研修 

ビジネスフォーラム 

アクションプラン 

作成 

詳細計画の提出 

技術/実践的研修とデモンストレーション 

フォローアップと普及 

ゴール：収益の増加 

技術の検証 

接木 

改善型栽培技術 

コンポスト製造 

サイレージ製造 

改善型畜産技術 

水関連技術 

など 

図２－３ EVAP 普及パッケージ 
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・ビジネスフォーラムにおいて、ジェンダーブースを設置

し、労働負荷軽減につながる器具を紹介した。 

・農民グループのフォーラム参加者のうち、２名以上を女

性とすることを義務づけた。 

4．アクションプラン作成 ・女性の参加を促進するために、研修会場をラマラから農

民グループの活動地域に変更した。 

・アクションプラン研修の一環として、家計研修を実施し

た。 

・アクションプランのなかに、女性の労働負荷軽減策を 1

つ以上盛り込むことを義務化した。 

・男女双方が研修に参加するよう呼びかけた。 

5．詳細計画の提出 特になし 

6．技術 /実践的研修とデモンス

トレーション 

特になし 

7．フォローアップと普及 特になし 

8．ゴール：収益の増加 特になし 

 

２－１－６ ターゲットグループの選定と分布 

（1）選定手法 

プロジェクト活動の対象となる農民グループは、以下の選定基準を基に選定された。 

・一般情報（設立年、会員数など） 

・活動内容 

・ガバナンス 

・管理能力 

・外部からの支援状況 

 

（2）サイクル別の対象農家数 

プロジェクトの対象農民グループ数と農家数を、図２－４と図２－５に示す。第 1 から

第 4 サイクルまでの合計は、農民グループ数が 21、農家数が 945 である。 
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（3）県別の対象農家数 

プロジェクトで支援を行った農家数を県別に分類したものが、表２－５である。全体の

農家数に占めるナブルス県の割合は、第 3、4 サイクルにおいて減少している。逆にトゥ

バス県の割合は、第 4 サイクルで大幅に増加している。第 1 から 4 サイクルまでの通算で

は、トゥバス県の農家数が約半数（48％、453 農家）を占め、続いてジェリコ県が 35％、

327 農家となっている。最も少ないのがナブルス県で、17％、165 農家である。 

 

表２－５ 県別の対象農家数 

県 第 1 サイクル 第 2 サイクル 第 3 サイクル 第 4 サイクル 合計 

ジェリコ 149 113 40 25 327 

トゥバス 213 42 63 135 453 

ナブルス 69 66 15 15 165 

合計 431 221 118 175 945 

 

２－１－７ モニタリング手法 

プロジェクト全体のモニタリングは、週例ミーティングやタスクフォース会議を通じ、カウ

ンターパートと共同で実施されている。受益者を対象にした現場レベルのモニタリング体制は

カウンターパートによって実施されているが、系統だったモニタリングは、2014 年に導入され

たばかりであり、定着に時間を要している。 

 

２－１－８ カウンターパートへの技術移転手法 

プロジェクトの受益者（PDM におけるターゲットグループ）はヨルダン渓谷地域の中小農家

であるが、プロジェクト終了後もパレスチナ側が類似の活動を継続するためには、カウンター

パートに技術を移転する必要がある。カウンターパートへの技術移転は、以下の手法で実施さ

れた。 
 

（1）オン・ザ・ジョブ・トレーニング 

カウンターパートへの技術移転は、基本的に、プロジェクトの実務を行っていく過程に

おいて、オン・ザ・ジョブ・トレーニング（On-the-job Training：OJT）形式で実施された。 

 

（2）海外研修 

パレスチナ以外の国の状況を視察して技術や経験を学ぶことを目的とし、海外研修が実

施された。海外研修には 2 種類があり、1 つは日本での国別研修、もう 1 つは第三国研修

である。 

 

（3）現地再委託からカウンターパート直営への移行 

第 1、2 サイクルでは、ベースライン調査やマーケティング研修などの活動が、現地コ

ンサルタントへの現地再委託業務によって実施された。現地再委託ではカウンターパート

の技術移転が進みにくいという問題が明らかになったため、第 2 年次以降はカウンターパ

ート直営で作業を実施している。カウンターパートのプロジェクトに対する理解も、第 2
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年次以降改善された。 

 

２－１－９ 運営指導調査における提言への対応 

プロジェクトの進捗状況を確認し必要な助言を行う目的で、2012 年 7 月に運営指導調査が実

施された。同調査における提言の概要とそれに対するプロジェクトの対応を整理すると、以下

に示す表２－６のとおりとなる。 

 

表２－６ 運営指導調査における提言への対応状況 

提言 対応状況 

1．普及パッケージの開発 

普及パッケージ、各活動とそこで意識する点

を明確化すること。 

・第 3 サイクルにおいて、EVAP 普及パッケ

ージの実施方法が明確化された。 

2．支援対象グループと規模に対する配慮 

一組合への投入量と他組合への支援のバラン

スを考慮することによって、裨益農家数を増加

させる。 

技術検証活動と普及活動のバランスに注意

しながら、活動対象者をターゲットグループ

の 770 農家以上とすることに成功した。 

3．技術開発と普及パッケージの連携 

個別の栽培技術を普及パッケージのなかで活

用されるものと位置づける。地域における適応

性が検証されていない技術は、研究機関などと

連携して優位性を検証する。 

・個別技術は、技術検証だけでなく普及まで

を一体的に実施するよう工夫した。 

・適応性が検証されていない技術は、研究機

関とともに技術検証活動を行った。 

4．各活動における役割と責任の明確化 

プロジェクト活動におけるカウンターパート

の役割と責任を明確にする。 

・EVAP 普及パッケージを実施するに際し、

カウンターパートが何をすべきかを整理

した。 

5．ジェンダー主流化への対応 

農業生産性の増大と生計向上に女性が重要な

役割を果たしていることから、ジェンダー視点

にのっとった普及手法と普及サービスの確立を

めざす必要がある。 

・EVAP 普及パッケージの各活動において、

ジェンダー視点を導入した。 

6．プロジェクト指標改善への対応 

指標 2-1「販売価格の上昇率」は、成果 2 の達

成状況を示すものとして適切ではないので、対

象農家の技術習得度を指標とする必要がある。 

・PDM 第 2 版で指標を改善した。 

 

２－２ 投入の実績 

２－２－１ 日本側投入 

（1）専門家派遣 

8 名の専門家がプロジェクトに派遣されている。専門家派遣の総人月は、2014 年 4 月末

までに 51.0 人月である。専門家派遣実績の詳細を、付属資料 3 の Appendix 8 に示す。 

 

（2）カウンターパート研修 

2014 年 3 月末までに、日本における国別研修「農業普及・研究・マーケティングの改善」
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が 1 回行われ、カウンターパート 5 名が参加した。第三国研修は 3 回実施され、9 名のカ

ウンターパートが参加した。研修課題は、「果樹生産技術」、「野菜生産技術」、「飼料生産

技術」であった。第三国研修は、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合

（Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development：

CEAPAD）」の枠組みを用いて行われ、対象国にはインドネシアとマレーシアが選定された。

カウンターパート研修の詳細を、付属資料 3 の Appendix 9 に示す。 

 

（3）資機材 

2014年 3月末までに、プロジェクト活動の実施及び技術移転に必要な資機材（総額 42,512

千円相当）が、供与された。内訳は、以下に示すとおりである。供与された資機材の一覧

を、付属資料 3 の Appendix 10 に示す。 

・プロジェクト事務所の運営に必要な機材（2,233 千円相当） 

・政府の技術的業務に必要な機材（3,264 千円相当） 

・農民グループの活動に投入された機材（37,015 千円相当） 

 

（4）現地活動費（プロジェクト活動に関する現地活動費） 

パレスチナ側の現地活動費（プロジェクト活動に関する現地活動費）を支援する目的で、

133,173 千円が投入された。 

 

２－２－２ パレスチナ側投入 

（1）カウンターパートの配置 

プロジェクトのカウンターパートとして、48 名が任命された。以下に示すとおり、うち

3 割を農業庁普及・地域開発局職員が占める。任命されたカウンターパートの一覧を、付

属資料 3 の Appendix 11 に示す。 

・農業庁次官補（1 名） 

・農業庁普及・地域開発局（15 名） 

・農業庁土壌灌漑局（2 名） 

・農業庁マーケティング局（3 名） 

・農業庁農業リサーチセンター（10 名） 

・ナブルス県農業支局（7 名） 

・トゥバス県農業支局（5 名） 

・ジェリコ県農業支局（5 名） 

 

（2）専門家の事務所と施設 

農業庁普及・地域開発局内に、プロジェクト事務所が設置された。 

 

（3）ローカルコスト（カウンターパートの給与、交通費など） 

2014 年 3 月末までに、総額 165,179 千円のローカルコストが、パレスチナ自治政府によ

り投入された。以下に示すとおり、総額の 94％はカウンターパート給与である。 

・カウンターパートの給与（155,000 千円） 
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・カウンターパートの通信交通費（5,804 千円） 

・事務所及び会議室会場費（3,958 千円） 

・その他消耗品（417 千円） 

 

２－３ 活動の実績 

２－３－１ 成果 1 に関する活動実績 

プロジェクトの成果１は「普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する」こ

とであり、関連する活動は、表２－７のとおりである。 

 

表２－７ 活動 1 に関する活動 

成果 1：普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する。 

活動 1-1：プロジェクト実施のための市場適応力並びに農業生産に係るタスクフォース委員

会を設置する。 

活動 1-2：付加価値型農業普及のための農業普及パッケージ（方法論）を開発する。 

活動 1-3：農業普及パッケージの運営方法について、普及員に技術移転する。 

活動 1-4：普及対象となる技術と知識を特定し、必要に応じて実証分析や助言を行う。 

活動 1-5：普及員に対して活動 1-4 で特定された技術と知識に関する研修をする。 

 

（1）活動 1-1 の実績 

プロジェクト実施のための市場適応力並びに農業生産に係るタスクフォース委員会が、

第 1 年次に設置された。旧体制のタスクフォース委員会では、技術タスクフォース会議が

2 回、マーケティングタスクフォース会議が 4 回、合同タスクフォース会議が 3 回開催さ

れた。再編後のタスクフォース委員会では、合同タスクフォース会議が 2014 年 3 月末ま

でに 8 回開催された。 

 

（2）活動 1-2 の実績 

運営指導調査の提言を踏まえ、第 3 サイクルにおいて付加価値型農業普及のための農業

普及パッケージ（EVAP 普及パッケージ）の実施方法が明確化された。第 4 サイクルから

は、同パッケージにジェンダー視点が導入されている。これまでのプロジェクト活動から、

EVAP 普及パッケージの一連の活動を効果的に進めるためには、作物別収益分析が極めて

重要であることが認識された。作物別収益分析は、農家の営農記録簿に基づき普及員と専

門技術員が作成しており、ビジネスフォーラムで農家に共有されている。農家は、この作

物別収益分析をよく理解し、分析結果を十分検討したうえで、付加価値型農業技術の導入

可否を決定する必要がある。プロジェクトでは、ビジネスフォーラムを開催する前に、作

物別収益分析を理解するための基礎知識を農家に教えるようにしている。 

このように、付加価値型農業普及のための農業普及パッケージ（方法論）の開発は進行

している。同パッケージのマニュアル化も開始された。「EVAP 普及パッケージマニュアル」

は、第 4 サイクルの経験を踏まえ、第 4 サイクル終了後に完成する予定である。 
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（3）活動 1-3 の実績 

第 3 サイクル以降の現場活動は、EVAP 普及パッケージに基づいて普及員が実施してい

る。普及員の現場活動を中央から支援しているのが、プロジェクト・コアメンバーである。

これらの活動を通じ、農業普及パッケージの運営技術が普及員及びプロジェクト・コアメ

ンバーに移転された。 

 

（4）活動 1-4 の実績 

2012 年 11 月に開催された第 3 回合同調整委員会において、10 技術を普及の対象とする

ことが合意された。デモンストレーション農家の営農記録を基にした計算によれば、各技

術の推測増加収益は、表２－８に示すとおりである。脱塩技術、羊毛手工芸品づくりにつ

いては、プロジェクト期間内に収益性改善効果を検証することが困難であると判断された

ため、第 3 年次以降の活動が中止された。乳製品の販売促進についても、マーケティング

支援は継続するものの、技術改善のための直接的なプロジェクト投資は控えることになっ

た。技術検証についても、マニュアル化作業が進められている。「技術検証マニュアル」

は、第 4 サイクルの経験を踏まえ、第 4 サイクル終了後に取りまとめられる予定である。 

 

表２－８ 普及対象となる技術の検証状況 

技術 実績 収益増加率（推測値） 

1．節水灌漑（テ

ンシオメータ

ーと灌漑シス

テム改善） 

・テンシオメーターの導入により、約 10％

の節水効果が確認された。 

・灌漑施設改善により、約 20％の節水効果

とナス 20％の増収が確認された。 

・テンシオメーター利用は

NIS 200/dunum（収益増

11％） 

・ナス栽培時の灌漑施設改

善は NIS 674/dunum（収益

増 272％） 

・グアバ栽培時の灌漑施設

改善は NIS 22/dunum 

2．人工授精 ・成功率 68%、産子率 1.63 であることが確

認された。 

・NIS 106/頭（収益増 11％） 

3．脱塩技術 ・アラブ農業開発機関（AOAD）と国連開

発計画（UNDP）により導入された脱塩装

置の収益性を検証する予定だったが、装

置故障により中止された。 

・不明 

4．接木 

（1）接木苗生

産・販売 

・接木苗生産拠点 7 カ所が設立され、技術

向上に向けた支援を行うととともに、5

カ所にインキュベーターを導入した。 

・確認中 

（2）接木利用 ・トマト、キュウリ、スイカの収益が算定

された。 

・トマトは NIS 2,596/dunum

（収益増 48％） 

・キュウリ NIS 3,854/dunum

（収益増 97％） 

・スイカは NIS 1,308/dunum

（収益増 87％） 
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5．乳製品の販売

促進 

・ボイルドチーズとジャミードの生産・販

売を支援したが、取り引きには至ってい

ない。ジャミードは関心を示している業

者がいる。 

・不明 

6．羊毛手工芸品

づくり 

・プロジェクト期間内に販売できる品質に

至ることが難しいことがわかり、活動が

中止された。 

・不明 

7．サイレージ製

造 

・サイレージ製造技術が確立され、増収効

果も確認された。 

・サイレージ製造機械が導入され、農民グ

ループによる共同管理が始まった。 

・NIS 136/頭（収益増 22％） 

8．コンポスト製

造 

（1）コンポスト

製造・販売 

・コンポスト製造技術が確立された。 

・コンポスト製造機械が農民グループに供

与され、コンポストの製造と販売が開始

された。 

・農民グループの営農記録

簿から確認する。 

（2）コンポスト

利用 

・コンポスト使用による増収効果を確認中

である。 

・確認中 

9．農業資材の共

同購入 

・共同購入の手法が確立され、収益性改善

効果も確認された。 

・12％の費用削減 

10．新作物の導

入 

・グアバ、グンデリア、切り花、ミニキュ

ウリを対象に試験栽培を行っている。 

・ブロッコリー、ブドウ、メロンが、普及

員から農民グループに紹介された。グリ

ーンピース、ジャガイモ、コーンは、農

業ビジネス関係者フォーラムにおけるビ

ジネスパートナーとの交渉で話題になっ

た。これら作物が農家によって実際に栽

培された場合には、その収益性を確認す

る予定。 

・グアバは NIS 7,500/dunum

（収益増 167％） 

・グンデリアは NIS 

1,350/dunum（収益増

30％） 

・切り花は NIS 17,000/dunum

（収益増 77％） 

・ミニキュウリは NIS 

7,250/dunum（収益増

73％） 

 

（5）活動 1-5 の実績 

活動 1-4 で特定された技術と知識について、普及員を対象にした技術研修会が開催され

た。加えて、OJT の形式で普及員に技術と知識が伝達された。 

 

２－３－２ 成果 2 に関する活動実績 

プロジェクトの成果 2 は「農民グループ及び農家の市場適応力が改善される」ことであり、

関連する活動と指標は、表２－９のとおりである。 

 

表２－９ 活動 2 に関する活動 

成果 2：農民グループ及び農家の市場適応力が改善される。 

活動 2-1：対象とする農民グループを選定する。 

活動 2-2：対象地域における中小規模農家及び農民グループの市場適応力に係る現状を把握

するためのベースラインサーベイを実施する。 
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活動 2-3：農民グループに対して農業ビジネス関係者フォーラムに係る研修を行う。 

活動 2-4：農民グループのための農業ビジネス関係者フォーラムを実施する。 

活動 2-5：農家に対して市場情報を提供する。 

活動 2-6：農民グループに対して市場情報に基づいた活動計画策定のための研修を行う。 

 

（1）活動 2-1 の実績 

以下に示すとおり、第 1 から第 4 サイクルまでの活動対象となる農民グループとして、

21 グループ 945 農家が選定された。 

・第 1 サイクル 7 グループ 431 農家 

・第 2 サイクル 7 グループ 221 農家 

・第 3 サイクル 3 グループ 118 農家 

・第 4 サイクル 4 グループ 175 農家 

 

（2）活動 2-2 の実績 

対象地域における中小規模農家及び農民グループの市場適応力に係る現状を把握する

ためのベースライン調査が、各サイクルの開始時に実施された。第 1、2 サイクルの調査

実施者は現地コンサルタント、第 3、4 サイクルの実施者はカウンターパートである。 

 

（3）活動 2-3 の実績 

農業ビジネス関係者フォーラムに係る研修として、農民グループ対象のマーケティング

研修が計 8 回、普及員対象のマーケティング研修が計 2 回実施された。参加者の概要は、

表２－10 のとおりである。 

 

表２－10 農業ビジネス関係者フォーラムに係る研修（マーケティング研修） 

対象サイクル 開催回数 

参加者 

合計 農民グループ 普及員 

女性 男性 女性 男性 

第 1 サイクル 
農民グループ対象 2 回 

普及員対象 1 回 
6 32 5 12 55 

第 2 サイクル 
農民グループ対象 2 回 

普及員対象 1 回 
0 21 7 13 41 

第 3 サイクル 
農民グループ対象 1 回 

普及員対象 0 回 
3 9 - - 12 

第 4 サイクル 
農民グループ対象 3 回 

普及員対象 0 回 
15 38 - - 53 

合計 24 100 12 25 161 

 

（4）活動 2-4 の実績 

農民グループのための農業ビジネス関係者フォーラムが、計 4 回（各サイクル 1 回）実

施された。参加者の概要は、以下に示す表２－11 のとおりである。第 4 サイクルからジェ

ンダー視点の取り込みが試みられているが、女性のフォーラム参加者は少ない。 
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表２－11 農業ビジネス関係者フォーラム 

対象サイクル 開催日 

参加者 

その他 合計 
農民 

グループ 

ビジネス 

パートナー 

女性 男性 女性 男性 

第 1 サイクル 2012 年 5 月 3 日 25 21 17 63 

第 2 サイクル 2012 年 7 月 11 日 26 21 26 73 

第 3 サイクル 2013 年 6 月 2 日 32 26 40 98 

第 4 サイクル 2014 年 3 月 18 日 3 33 2 36 52 126 

合計 119 106 135 360 

注：第 1 から第 3 サイクルまでの参加者男女比は不明である。 

 

（5）活動 2-5 の実績 

農業ビジネス関係者フォーラムにおいて、ビジネスパートナーから農家に市場情報が提

供された。第 3、4 サイクルでは、農業ビジネス関係者フォーラムに係る研修（マーケテ

ィング研修）においても、市場情報が提供された。 

 

（6）活動 2-6 の実績 

市場情報に基づいた活動計画策定のための研修が、表２－12 のとおり実施された。 

 

表２－12 活動計画策定研修 

対象サイクル 対象者ごとの開催回数 

参加者 

合計 
農民 

グループ 
普及員 

女性 男性 女性 男性 

第 1 サイクル 

農民グループ対象（グループごとに

1 回） 

普及員対象 1 回 

8 31 8 10 57 

第 2 サイクル 
農民グループ対象（グループごとに

1 回） 
1 12 4 10 27 

第 3 サイクル 農民グループ対象 1 回 3 9 - - 12 

第 4 サイクル 
農民グループ対象（グループごとに

1 回） 
15 22 - - 37 

合計 27 74 12 20 133 

 

２－３－３ 成果 3 に関する活動実績 

プロジェクトの成果 3 は「付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び

農家が習得する」ことであり、関連する活動と指標は、表２－13 のとおりである。 
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表２－13 活動 3 に関する活動 

成果 3：付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得する。 

活動 3-1：活動計画に沿って対象農民グループに対する技術普及を実施する。 

活動 3-2：農家の営農状況の変化をモニタリングする。 

活動 3-3：農家向けの教材を作成し、随時改善する。 

 

（1）活動 3-1 の実績 

対象農民グループへの技術普及のため、表２－14 に示す活動が実施された。 

 

表２－14 技術普及活動 

普及対象の技術 

フィール

ドデー

（回） 

スタディ

ツアー 

（回） 

プロモーショ

ンワークショ

ップ（回） 

ビジネス

プラニン

グ（回）

a 

合計 

（回） 

節水灌漑（テンシオメ

ーターと灌漑システム

改善） 

2 0 3 0 5 

人工授精 0 0 1 0 1 

接木 10 0 10 2 22 

乳製品の販売促進 1 0 1 0 2 

羊毛手工芸品づくり 0 1 0 0 1 

サイレージ製造 6 1 2 0 9 

コンポスト製造 0 0 2 2 4 

共同購入 0 0 0 1b 1 

新作物の導入 2 4 1 0 7 

合計 21 6 20 5 52 
a：接木やコンポストなどの共同販売を企図した農民グループを対象に、販売活動を支援するために実施し

たトレーニング。 
b：共同購入を計画した農民グループの 1 つは、グループで購入した農業資材を他の農家に販売することを

企画した。販売活動を支援するために、ビジネスプランニング研修を実施した。 

 

（2）活動 3-2 の実績 

プロジェクトでは、営農記録簿の活用を農家に推奨しており、農家の営農状況は営農記

録簿を回収し分析することによってモニタリングされている。営農記録簿の活用を促進す

るために、研修並びに普及員による農家への支援が行われている。 

 

（3）活動 3-3 の実績 

以下に示す表２－15 のとおり、農家向けの各種教材が作成された。他にも、「EVAP 普

及パッケージマニュアル」などのマニュアル類が作成されつつある。 
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表２－15 農家向け教材 

普及対象の技術 ポスター（部） ロールアップ（種類） パンフレット（部） 

節水灌漑（テンシオメー

ターと灌漑システム改

善） 

50 1 2,000 

人工授精 0 1 2,000 

接木 50 1 0 

乳製品の販売促進 50 0 0 

サイレージ製造 50 2 2,000 

コンポスト製造 0 1 0 

共同購入 50 1 2,200 

新作物の導入 0 1 0 

グンデリア栽培 0 0 2,200 

タイム栽培 0 0 2,200 

 

２－３－４ 成果品 

プロジェクト活動の所産として、インベントリー調査報告書やマーケット調査報告書などの

成果品が作成された。終了時評価調査時点で、プロジェクトの成果品は予定どおり遅滞なく作

成されている。これまでに作成されたプロジェクト報告書の一覧を示したものが、付属資料 3

の Appendix 12 である。 

 

２－４ 成果の達成度 

プロジェクトの成果として、成果 1 から成果 3 が設定されている。 

 

２－４－１ 成果 1 の達成度 

成果 1 の達成状況を測る指標は、表２－16 に示す指標 1-1 から 1-3 である。 

 

表２－16 成果 1 の指標 

成果 1：普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する。 

指標 1-1：80％以上の普及員が付加価値型農業について理解する。 

指標 1-2：付加価値型農業を普及するための方法論を開発する。 

指標 1-3：指標 1-1 と 1-2 に従って普及員による農業技術の普及が行われる。 

 

（1）指標 1-1 の評価 

指標 1-1の達成度は、終了時評価時点で約 63％であり、目標の 80％をやや下回っている。 

プロジェクトに関する詳細計画策定調査団とパレスチナ側の協議議事録（2010年 11月）

は、付加価値型農業を「労働時間を含めたコスト削減と収量の増加などによって収益の拡

大をめざす農業」と定義されている。付加価値型農業の概念はすべてのカウンターパート

に理解されていることが望ましいが、本終了時評価では、このうち農家対象の研修で講師

を務める立場にあるカウンターパート 34 名（プロジェクトマネジャーと広報担当を除く

普及・地域開発局カウンターパート全員、土壌・灌漑局カウンターパート、マーケティン
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グ局カウンターパート、県農業支局カウンターパート）の理解度を確認した。結果として、

35 名の対象カウンターパートのうち、22 名（63％）が責任ある立場で農家に付加価値型

農業を説明した経験を有しており、理解度が十分であると判断された。 

 

（2）指標 1-2 の評価 

改善が必要な点がいくつかみられるため、指標 1-2 は、終了時評価時点で達成されてい

ない。 

第 1、2 サイクルは、付加価値型農業技術及びその普及技術を確立するための試行が行

われた。試行の結果と運営指導調査団からの提言を踏まえ、付加価値型農業を普及するた

めの方法論として、第 3 サイクルから EVAP 普及パッケージが導入された。終了時評価時

点で、普及パッケージは内容がほぼ固まっており、今後大きな変更を要しないと思われる。

ただし、ジェンダー主流化手法、及び「フォローアップと普及」については改善の余地が

ある。EVAP 普及パッケージのジェンダー主流化については、表２－４に示す活動が実施

されているが、その効果を確認したうえで普及パッケージに反映する必要がある。EVAP

普及パッケージの 1 ステップである「フォローアップと普及」については、農民グループ

内の農家間普及を促進する具体的な活動を取り入れる必要がある。 

 

（3）指標 1-3 の評価 

指標 1-3 は、終了時評価調査時点で達成されていない。 

第 1、2 サイクルには活動が EVAP 普及パッケージの形で整理されていなかった。第 3

サイクル以降は、普及パッケージに則った普及員による普及活動が 7 農民グループを対象

に行われた。ただし、農家間普及など手法が確立されていない技術については、普及活動

の内容が十分でない。 

 

（4）成果 1 の達成度評価 

成果 1「普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する」は、目標値に到

達しておらず、達成されていない。 

 

２－４－２ 成果２の達成度 

成果 2 の達成状況を測る指標は、表２－17 に示す指標 2-1 から 2-3 である。 

 

表２－17 成果２の指標 

成果 2：農民グループ及び農家の市場適応力が改善される。 

指標 2-1：60％以上の対象農民グループと農家がマーケットトレンドとニーズを説明できる。 

指標 2-2：90％以上の農民グループが農畜産物の生産に要する費用とその内訳を理解する。 

指標 2-3：対象農民グループの取引先の選択肢が増加する。 

 

（1）指標 2-1 の評価 

評価調査団の観察に基づけば、指標 2-1 は達成されている。 

評価調査団はいくつかの農民グループを訪問し、グループ幹部にマーケットトレンドと
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ニーズなどビジネス戦略を説明するよう依頼した。グループ幹部は、過去の経験と農業ビ

ジネス関係者フォーラムなどプロジェクト活動によって得られた情報を基にして、適切に

ビジネス戦略を説明した。 

 

（2）指標 2-2 の評価 

終了時評価時点で 93％のグループが営農記録簿を活用しており、終了時評価の時点では、

指標 2-2 は達成されている。 

プロジェクトが推奨している営農記録簿は、農家が農畜産物の生産に要する費用と内訳

がわかるように設計されている。営農記録簿を活用している農民グループは、生産費用と

内訳をよく理解していると判断できる。第 3 サイクルまでの活動対象となった農民グルー

プは 17 であるが、そのうち 2 グループは脱塩技術と羊毛手工芸品づくりを対象にしてお

り、活動が中止となった。活動が継続している 15 農民グループ（670 農家）のうち、営農

記録簿を活用しているのは 14 農民グループ（223 農家）である。 

 

（3）指標 2-3 の評価 

対象農民グループの取引先の選択肢は増加しており、指標 2-3 は達成されている。 

第 4 サイクルまでの 21 対象農民グループのうち、農業ビジネス関係者フォーラムに参

加したのは 19 グループである。このうち、18 グループがフォーラムで面談したビジネス

パートナーの連絡先を保管している。16 グループは、フォーラムのあとにビジネスパート

ナーと連絡をとった。 

 

（4）成果 2 の達成度評価 

指標 2-1、2-2、2-3 がいずれも達成されていることから、成果 2「農民グループ及び農家

の市場適応力が改善される」は達成されている。 

 

２－４－３ 成果 3 の達成度 

成果 3 の達成状況を測る指標は、表２－18 に示す指標 3-1 である。 

 

表２－18 成果 3 の指標 

成果 3：付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得する。 

指標 3-1：対象農民グループの 30％の農家が、高付加価値型の農畜産物を生産するための農

業技術を導入する。 

 

（1）結論 

技術による差異はあるものの、終了時評価調査時点において約 63％の農家が技術を導入

しており、約 34％は普及段階に至っていることから、指標 3-1 は達成されている

6
。よっ

て、成果 3「付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得

                                                        
6 複数の技術を導入している農家は、重複して数えられている。ただし、ほとんどの農家は共同購入のみを導入しており、重

複して技術を導入している農家数は非常に少ない。 
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する」も達成されている。 

 

（2）プロジェクト活動を通して技術を導入した農家数 

現在実施中の第 4 サイクルを除く第 1 から第 3 サイクルまでの総対象農家は、670 農家

である。このうち 419 農家がプロジェクト活動をとおして技術を導入しており、技術の導

入率は約 63％である。 

 

（3）自発的に技術を導入した農家数 

419 農家は、以下の定義に基づき、技術検証活動に参加した農家、デモンストレーショ

ンに参加した農家、技術が普及した農家に分類できる。 

 

技術検証 新技術の有効性を確認するためにプロジェクトが実施した技術検証活動

に参加した農家。活動の費用は、基本的にプロジェクトが負担している。 

デモンスト

レーション 

他農家への展示効果を期待してプロジェクトが実施したデモンストレー

ション活動に参加した農家。活動の費用は、基本的にプロジェクトが負担

している。 

普及 自らの収益増を期待し、自主的に技術を導入した農家。活動の費用は、基

本的に農家の負担だが、一部プロジェクトが補助をしている場合もある。 

 

分類の結果は、表２－19 のとおりである。157 農家が技術検証目的で技術を導入、32 農

家がデモンストレーション目的で技術を導入、230 農家が普及目的で技術を導入している。

普及活動の成果としては、230 農家が技術を導入したといえる。これは、総農家数の約 34％

に相当する。 

 

表２－19 技術を導入した農家の延べ数 

普及対象の技術 技術検証 デモ 普及 合計 

節水灌漑（テンシオメーター

と灌漑システム改善） 

0 4 0 4 

人工授精 155 0 0 155 

接木生育・販売 0 0 0 0a 

接木利用 0 25 13 38 

サイレージ製造 0 3 0 3 

コンポスト製造・販売 0 0 15 15 

コンポスト利用 0 0 18 18 

共同購入 0 0 176 176 

新作物の導入 2 0 8 10 

合計 157 32 230 419 
a：接木生育の研修は実施されたが、農民グループの活動はまだ開始され

ていない。 
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（4）技術別の農家数 

普及段階の技術に関し、230 農家のうちの 77％（176 農家）は、共同購入を導入した農

家である。続いて多いのがコンポスト利用（18 農家）とコンポスト製造・販売（15 農家）

であるが、共同購入との人数差は非常に大きい。人工授精は技術検証活動では人数が多い

が、普及には至っていない。 

 

２－５ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクトの目標とその指標は、表２－20 のとおりである。 

 

表２－20 プロジェクト目標とその指標 

目標：ヨルダン渓谷地域においてプロジェクトが対象とする中小規模農家の農家収益性が向上

する。 

指標：ベースライン調査時と比較して、プロジェクト完了時点において、農民グループの収益

が 20％増加する。 

 

（1）結論 

プロジェクト目標は、終了時評価時点では達成されていない。第 1 から第 3 サイクルのプ

ロジェクト活動による増加収益は、NIS 1,298,635 と推測される。これは、ベースライン調査

時の農民グループの総収益である NIS 23,277,908 から 5.6％の増加を意味する。プロジェクト

目標は 20％の収益増加であるので、終了時評価時点の推測値はこれを下回っている。 

 

（2）計算手法 

1）計算式 

終了時評価調査時点における農民グループの収益は、以下の式を用いて簡易的に求めた。 

技術検証及びデモンス

トレーション活動の結

果に基づく各技術の収益 

（表２－８参照） 

x 

技術の導入度

（以下の表２－

21 参照） 

= 
終了時評価時点における

農民グループの収益 

 

2）計算条件 

・数値は、終了時評価調査時点における推測値である。エンドライン調査は、終了時評

価時点で実施されていない。 

・プロジェクトの支援が中止となった農民グループは除外されている。 

・第 4 サイクルの対象グループも除外されている。 

・終了時評価時点で便益が算定されていない以下の活動は含まれていない。 

・コンポスト利用 

・グアバ、グンデリア、切り花、ミニキュウリを除く新作物導入 

・2 回目の人工授精など現在実施中の活動も収益計算には含まれていない。 
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（3）技術ごとの増加収益 

終了時評価調査時点では、収益性の高い技術は適用している農家数が少なく、収益性の低

い技術は適用している農家数が多い傾向がある。 

表２－21 は、プロジェクト全体の増加収益における技術ごとの割合を示している。最も増

加収益が大きいのは接木で全体の 51.6％を占めるが、技術を導入した農家数は 38 である。

第 2 位は、ミニキュウリなどの新作物の導入で全体の 16.3％を占めるが、技術を適用した農

家数は 10 である。 

第 3 位と第 4 位は、人工授精（全体の 14.0％）と共同購入（全体の 7.7％）である。両技

術は、接木や新作物導入と異なり、1 農家あたりの増加収益は小さいが技術を導入している

農家数が多い。 

 

表２－21  プロジェクトによる増加収益の推測 

検証された技術 
単位あたり増 

加収益（NIS） 
単位 数量 

増加収益

（NIS） 

割合 

（％） 

節水灌漑    4,234 0.3 

テンシオメーター 200 dunum 3.5 700  

灌漑システム改善（ナス） 674 dunum 5.0 3,370  

灌漑システム改善（グアバ） 22 dunum 2.7 59  

人工授精 106 head 1,710 181,260 14.0 

接木苗生産・販売 N/A dunum N/A N/A N/A 

接木苗利用    669,993 51.6 

接木トマト 2,596 dunum 4.5 11,682  

接木キュウリ 3,854 dunum 22.5 86,715  

接木スイカ 1,308 dunum 437.0 571,596  

サイレージ製造 136 head 355.0 48,280 3.7 

コンポスト製造・販売 - - - 83,720a 6.4 

コンポスト利用 N/A dunum N/A N/A N/A 

農業資材の共同購入 
総費用の

12％ 
NIS - 100,153 7.7 

新作物導入    211,100 16.3 

グアバ 7,500 dunum 7.5 56,250  

グンデリア 1,350 dunum 1.0 1,350  

切り花 17,000 dunum 0.5 8,500  

ミニキュウリ 7,250 dunum 20.0 145,000  

合計    1,298,635 100.0 
a：農民グループの営農記録簿から算定 
N/A：終了時評価調査時点において不明 
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２－６ 上位目標の達成度 

プロジェクトの上位目標とその指標は、表２－22 のとおりである。 

 

表２－22 上位目標とその指標 

目標 1：ヨルダン渓谷地域の農業経済が活性化する。 

目標 2：ヨルダン渓谷地域の農家の生計が向上する。 

指標 1：対象地域における農業生産価値がプロジェクト終了時と比較して XX％増加する。 

指標 2：対象地域の農家収入がプロジェクト終了時と比較して 8％増加する。 

 

終了時評価時点における上位目標の達成度は、評価できなかった。指標 1 は目標値が XX％と

具体化されておらず、両指標の評価に必要なヨルダン渓谷地域に限定された農業統計資料も存在

しないことが判明した。 
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第３章第３章第３章第３章    評価の結果評価の結果評価の結果評価の結果 
 

３－１ 評価５項目による評価 

３－１－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は、高い。 

（1）受益者ニーズとの整合性 

パレスチナ農家は、環境及び社会面での制約を多く受けており、限られた資源から最大

の収益を生み出す高付加価値型農業に対するニーズが高い。 

 

（2）手段としての適切性 

プロジェクトは、化学肥料の輸入や水配分で制約を受けているパレスチナ農家のニーズ

に対応し、コンポストや節水灌漑といった代替技術を導入している。 

 

（3）パレスチナ側政策との整合性 

プロジェクトは、パレスチナの開発政策との整合性がとれている。 

・「国家開発計画 2011-2013 年」は、競争力がある分野として観光と農業を挙げている。 

・「農業セクター戦略行動計画 2011-2013 年」は、パレスチナ農業の将来像を「適切な資

源利用に基づく、国内及び国際市場での競争力を有する持続的な農業」としている。 

・「パレスチナ国家農業普及戦略（2012）」では、農民グループを対象にした普及活動を

重視している。 

 

（4）日本の開発援助政策との整合性 

プロジェクトは、日本の対パレスチナ自治区国別援助方針（2012 年）に合致している。

同政策では、以下に示す 3 点を優先分野としているが、プロジェクトは 3 番目の優先分野

に該当する。 

・民生の安定・向上 

・行財政能力の強化 

・持続的な経済成長の促進 

 

３－１－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は、中程度である。 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

２－５に示したとおり、第 1 から第 3 サイクルの対象農民グループは、プロジェクト活

動によって収益を 5.6％増加させたと推測される。現時点の推測収益は、プロジェクト目

標である 20％の収益増加と乖離している。2014 年 5 月までの今作期については、大部分

の普及活動が既に終了している。今後、収益増加の積み上げが期待できるものの、大幅な

改善は期待できない。次作期（2014 年 9 月から 2015 年 5 月）は、作期途中の 2014 年 12

月にプロジェクト活動が終了となる予定である。次作期の収益増加も、部分的なものにな

らざるを得ない。プロジェクト期間内にプロジェクト目標を達成することは難しいと思わ

れる。  
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（2）プロジェクト目標達成に対する成果の貢献度 

以下に示すとおり、成果とプロジェクト目標には論理的な関係性が構築されており、プ

ロジェクト目標達成に対する成果の貢献度は高い。 

・成果 1 は、普及員の能力向上をめざしている。 

・成果 2 は、能力が向上した普及員が、高付加価値農業に関するトレーニングを実施し、

農家の能力を向上することをめざしている。 

・成果 3 は、能力が向上した農家が、高付加価値型農業を実践することをめざしている。 

・農家が高付加価値型農業を実践することによって、プロジェクト目標である収益増加

が達成される。 

 

（3）プロジェクト目標達成を促進していると考えられる要因 

・プロジェクトが導入した技術のうちいくつかは、ASAP で一定の効果が確認されてい

た。 

・カウンターパートのなかには ASAP でもカウンターパートを務めた者が多くおり、プ

ロジェクトの背景を熟知していた。 

・CEAPAD プログラムと連携することにより、いくつかの研修が第三国で実施された。 

 

（4）プロジェクト目標達成を阻害していると考えられる要因 

・普及パッケージの開発に想定以上の時間を要した。 

・有効性が検証された技術を多くの農家に普及し、経済効果を発現するには、残された

時間が短すぎた。 

・プロジェクトでは、パレスチナ側がプロジェクト運営の透明性確保を強く訴えたため、

JICA 専門家派遣経費とプロジェクト活動費（現地スタッフ・専門家雇用費、機材購入

費、調査・トレーニング・普及活動費、パイロット活動費、日本でのカウンターパー

ト研修費）との目標比率が設定された。2011 年 6 月 6 日付 JICA パレスチナ事務所と

農業庁との協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）によれば、目標比率は 54％対 46％

である。M/M では、JICA 専門家派遣経費として 2,400,000 米ドル、プロジェクト活動

費として 2,041,000 米ドルが計上された。第 1 及び第 2 サイクルでは、目標比率を達

成するために多くの作業が現地コンサルタントに委託されたが、このことがカウンタ

ーパートへの技術移転を阻害する結果となった。 

・カウンターパートには、ASAP のカウンターパートを務めた者も多く、JICA 専門家も

ASAP と同じ専門家が多く投入された。プロジェクト開始当初、多くの関係者がプロ

ジェクトは ASAP の後継案件であると認識しており、研究や技術のデモンストレーシ

ョンに焦点をあてた ASAP の方法論から離れることが難しかった。このことが、普及

パッケージの開発が遅れる一因となった。 

・プロジェクトの対象農家には、園芸作物農家と畜産農家が混在しているが、両者の市

場と関心には差異があった。パレスチナでは、ニーズの変化や商品の多様性という点

において、畜産市場は園芸作物市場より硬直的であった。市場志向型農業のトレーニ

ングを実施しても畜産農家にはその重要性が認識されにくく、生産面に関心が集中す

る傾向があった。 
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・JICA 以外のドナー機関や NGO が実施しているパレスチナ農業開発案件は、緊急援助

の性質が強く、資材などを農家に配布することが一般的である。農家は資材をもらう

ことに慣れており、戦略的に農家経営を行おうとする意識が弱かった。農家の意識を

市場志向型農業に向けるには、多くの時間を要した。 

・プロジェクト活動には、農家の自立を促すためにプロジェクトからの投入を極力抑え

ている活動と、サイレージやコンポストのようにプロジェクトが高額の機械を農民グ

ループに供与することが前提になっている活動がある。同じプロジェクトのなかで異

なるアプローチが混在していることが、農家及びカウンターパートの意識の切り替え

（資機材の供与から自立的活動へ）を難しくした。 

・プロジェクト活動のなかには、グアバ栽培のように成果の発現まで長期を要し、プロ

ジェクト期間内の成果発現が難しいものが含まれていた。 

 

（5）外部条件の変化による影響 

プロジェクト開始以降、プロジェクトを取り巻く外部環境に急激な変化はなく、大きな

影響はみられない。 

 

３－１－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は、中程度である。 

（1）成果の達成見込み 

成果 1：「普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する」 

達成度は中程度である。EVAP 普及パッケージが、カウンターパートと JICA 専門家によ

って既に改良されつつあることから、プロジェクト終了までに達成度が向上すると期待

される。 

成果 2：「農民グループ及び農家の市場適応力が改善される」 

終了時評価時点で達成されており、今後も達成が期待できる。 

成果 3：「付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得す

る」 

終了時評価時点で達成されており、今後も達成が期待できる。 

 

（2）成果に対する活動の貢献度 

脱塩技術や羊毛手工芸品づくりなど一部を除き、すべての活動が成果の発現に貢献して

いる。 

脱塩技術と羊毛手工芸品づくりは、プロジェクトの途中で投入と活動が停止された。技

術開発の過程において多少の試行錯誤は不可避であり、プロジェクト期間内の成果が見込

めないと判断された時点で投入と活動を停止したことは、適切な判断であった。 

投入と活動の配分には、やや問題があった。プロジェクトでは、特に活動開始当初にお

いて、普及活動よりも技術の検証活動に多くの労力が費やされた。活動が技術検証に偏向

したことが、成果 1 が未達成となる一因になった。 
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（3）日本側の投入 

日本側の投入は、量、手段、方法、時期ともおおむね適切であった。 

問題があったと考えられるのは、第 1、2 サイクルで多くの活動が現地コンサルタント

に委託され、技術移転の遅れを招いたことである。第１年次活動の開始時期が作付期の途

中からとなり、第 1 サイクルの技術検証活動が本来第 2 サイクルとなるべき活動時期まで

ずれ込んだことも、プロジェクトの結果に大きく影響した。 

 

（4）パレスチナ側の投入 

パレスチナ側の投入は、一部において交通費などの費用が不足する場面があったが、量、

手段、方法、時期ともおおむね適切だった。 

 

（5）第三国研修 

CEAPAD プログラムとの連携によって実現した第三国研修によって、マレーシアやイン

ドネシアで適用されている技術がパレスチナに移転された。日本の技術に加え、第三国の

技術も導入したことが、プロジェクトの効率性を向上させた。 

 

（6）外部条件の変化による影響 

プロジェクト開始以降、プロジェクトを取り巻く外部環境に急激な変化はなく、大きな

影響はみられない。 

 

３－１－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトは高い。 

（1）上位目標の達成見込み 

プロジェクトの上位目標は、以下に示す 2 点である。 

・ヨルダン渓谷地域の農業経済が活性化する。 

・ヨルダン渓谷地域の農家の生計が向上する。 

カウンターパートは、プロジェクト活動をとおして知識と経験を蓄積しており、意欲も

高まっている。農業庁は、EVAP 普及パッケージをパレスチナ全国に広める意向を示して

いる。これらの事実は、将来的に上位目標が達成される可能性を示している。ただし、PDM

第 2 版における上位目標の指標が測定不能であるため、具体的な達成見込みは分析できな

かった。 

 

（2）上位目標達成におけるプロジェクト目標の貢献度 

プロジェクト目標は、ヨルダン渓谷地域においてプロジェクトが対象とする中小規模農

家の農業収益性が向上する、である。上位目標は、これをヨルダン渓谷地域内の全農家に

拡大したものであり、両者の差異は対象農家の数だけである。プロジェクト目標の対象農

家が上位目標の対象農家の一部であることから、プロジェクト目標の達成が上位目標達成

に貢献していると判断できる。 
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（3）外部条件の変化による影響 

ヨルダン渓谷地域では 2013/14 年作期に霜害が発生し、多くの農家が被害を受けた。今

後も同様の自然災害が発生する可能性は否定できず、上位目標の達成度に影響を与える恐

れがある。 

 

（4）正の波及効果 

・接木スイカ栽培などいくつかの技術が、プロジェクト活動対象外の農家にも広まってい

る。パレスチナでは、スイカ栽培が 20 年来にわたって途絶していたが、プロジェクト

が導入した接木技術によって再開が可能になった。 

・プロジェクト活動を通して接木技術の有効性を認識した農業庁が、グリーン・パレスチ

ナ・プログラムを活用して、農家に接木苗を配布している。 

・いくつかのドナー機関や NGO が、プロジェクトによって有効性が検証された接木、人

工授精、サイレージ、コンポストなどの技術を導入している。 

・農業庁が、プロジェクトの対象農家によって生産されたコンポストを、霜害を受けた農

家に配布することを計画している。 

 

（5）負の波及効果 

終了時評価調査時点で、顕在化している負の波及効果はない。 

 

３－１－５ 持続性 

プロジェクトの持続性は、中程度である。 

（1）政策・制度面 

プロジェクトは、パレスチナの国家開発計画、農業セクター戦略、農業普及戦略に沿っ

て実施されている。国家開発計画と農業セクター戦略は 2011 年から 2013 年までを対象に

策定されており、既に計画最終年を終えているが、後継の計画に大きな変化があるとの情

報はない。農業普及戦略の更新は、予定されていない。 

 

（2）組織・財政面 

組織面の持続性は高いが、財政面の持続性はやや低い。 

・農業庁には、必要な技術を有し、意欲の高い普及員が、十分な人数配置されている。 

・EVAP 普及パッケージは、有効かつ経済的効率が高い手法であることが確認された。農

業庁は、同パッケージをプロジェクトと類似の活動で活用し、その適用地域を拡大して

いく意向であるが、これら活動の予算は確保されていない。 

・人工授精の精液生産は、現在、Beit Qad 試験場で行われている。当該活動に係る予算が

農業庁から配賦される見込みが立っておらず、プロジェクト終了後に精液生産が停止に

なる恐れがある。 

 

（3）技術面 

EVAP 普及パッケージは、更なる改良が必要であるものの、パレスチナ側のカウンター

パートがプロジェクト後も継続して実施することが可能な技術で構成されており、持続的
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な手法である。 

各農家レベル、農民グループのレベルでは、接木、農業資材の共同購入は、普及員の補

助があれば今後も持続的に実践されると考えられる。一方、サイレージ製造とコンポスト

製造は、機械の使用に依存した技術である。技術の持続性を確保するためには、農民グル

ープがこれらの機械を適切に維持管理しなくてはならない。農業庁は、これらの農民グル

ープの活動を適切にモニタリングする必要がある。 

 

（4）社会・文化・環境面 

プロジェクトの調査によれば、農業労働の 6～7 割は女性によるものである。ジェンダ

ーへの配慮が不足していると、高付加価値農業が農家によって継続的に実践されなくなる

恐れがある。プロジェクトは EVAP 普及パッケージのジェンダー主流化を実施中だが、活

動の開始が遅れたためにいまだ十分な成果を上げるに至っていない。 

 

３－２ 結論 

プロジェクトの妥当性とインパクトは高く、有効性と効率性並びに持続性は中程度である。 

・妥当性は高い。プロジェクトは受益者のニーズに応えており、開発政策とも整合性がとれてい

る。さまざまな制約に苦しんでいるパレスチナ農家に対し、プロジェクトが有効かつ実施可能

な代替技術を提供していることは、特筆に値する。 

・インパクトは高い。農業庁は、EVAP 普及パッケージを継続的に活用し、パレスチナ全国に普

及させる計画である。 

・持続性は中程度である。政策・制度面並びに組織面の持続性は高いが、財政面、技術面、社会・

文化・環境面では一部活動の持続性に懸念が残る。 

・有効性と効率性は中程度である。EVAP 普及パッケージの開発に多くの時間を有したことによ

り、成果 1 が未達成となり、効果が検証された技術が広く普及しなかった。 

評価調査団は、プロジェクト期間中にプロジェクト目標を達成することは困難だと結論する。

現時点の推測収益は、プロジェクト目標である 20％の収益増加と乖離している。2014 年 5 月ま

での今作期は大部分の普及活動が既に終了しており、今後、大幅な収益増加は期待できない。次

作期（2014 年 9 月から 2015 年 5 月）も、作期途中の 2014 年 12 月にプロジェクト活動が終了と

なる予定であり、収益増加は部分的なものにならざるを得ない。プロジェクト目標達成には、プ

ロジェクト期間の延長が必要である。 
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第４章第４章第４章第４章    提言と教訓提言と教訓提言と教訓提言と教訓 
 

４－１ 提言 

終了時評価調査時点でプロジェクト目標が達成されていないことから、EVAP 普及パッケージ

におけるフォローアップと普及活動を次作期も継続し、高付加価値農業技術を導入する農家の数

を増やすことによってプロジェクト目標を達成することが必要である。評価調査団は、プロジェ

クト実施期間を６カ月間延長することを提言する。 

EVAP 普及パッケージに更なる改良を加えることも重要である。例えば、ジェンダー主流化、

有効性を検証すべき技術の優先づけ、エンドライン調査の実施である。 

現行 PDM（第 2 版）における上位目標の指標が計測不能であるため、計測可能なものに変更す

る必要もある。 

これらの提言を、プロジェクトに対する提言、パレスチナ側への提言、日本側への提言に分け

て、以下に示す。 

 

４－１－１ プロジェクトに対する提言 

（1）フォローアップと普及活動の強化 

EVAP 普及パッケージに示されているフォローアップと普及に関する活動を強化するこ

とが必要である。第 2 章で述べたとおり、プロジェクトで導入した技術の有効性は多くの

農家に認識されつつあるが、付加価値が高い技術を実際に導入している農家は少ない。こ

のことが、対象農家全体の増加収益が伸び悩む結果を招いている。 

プロジェクトは、技術ごとに最適な普及戦略を策定し、それを実施する必要がある。例

えば、以下に示すような活動が考えられる。 

フォローアップと普及に関する活動の例 

・プロジェクトのデモンストレーション活動に参加した農家に対し、同じ農民グループに

所属する一定数の他農家に技術を教えることを義務化する。 

・技術を導入した有能な農家が、ファーマー・フィールド・スクールを毎週開催する。 

・農家間普及用の教材を作成する。 

 

（2）EVAP 普及パッケージの改良 

第 3 サイクルから採用された EVAP 普及パッケージは、技術の検証と普及ラインを整理

したことで効率的かつ効果的な普及サービスの実施に貢献した。一方、これまでの活動を

通じて、パッケージの骨格に変更すべき点はないものの、活動レベルでいくつか改良が必

要となっている。改良された EVAP 普及パッケージを示したものが、図４－１である。 

1）ジェンダー主流化 

ジェンダー主流化の取り組みが始まったのは、第 4 サイクルである。アクションプラ

ンで、女性メンバーの労働負荷を軽減するための器具を導入することを提案している農

民グループも出てきているが、ジェンダー主流化活動の結果とインパクトは現時点で発

現されていない。 

第 4 サイクルで実施したジェンダー主流化活動をフォローアップし、EVAP 普及パッ

ケージの更なる改善につなげていくことが必要である。     
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図４－１ 改良型 EVAP 普及パッケージ 

 

2）検証活動に向けた技術の選定基準の確立 

プロジェクトの経験によれば、技術の検証活動を開始する前に、対象とする技術を絞

り込むことが重要であり、そのために技術の選定基準を確立する必要がある。技術の検

証には、多くの予算、時間、人員が必要なので、実施工程の確立と活動の優先づけが重

要になる。 

確立された選定基準は、「EVAP 普及パッケージマニュアル」と「技術検証マニュアル」

のなかで明示されるべきである。選定基準の例としては、以下に示すような項目が挙げ

られる。 

・普及戦略 

・マーケットニーズ 

・受益者数 

・検証試験に要する期間 

・必要な機材 

・技術に関する知見 

・場所 

・費用 

 

3）エンドライン調査 

普及活動の前後において農家の状況を確認し、その変化を把握することは極めて重要

である。簡単な調査票を使い、エンドライン調査を実施する必要がある。エンドライン

対象農民グループ

の特定 
 

ベースライン 

調査 

マーケティング研修 

ビジネスフォーラム 

アクションプラン 

作成 

詳細計画の提出 

技術/実践的研修とデモンストレーション 

フォローアップと普及 

エンドライン調査エンドライン調査エンドライン調査エンドライン調査 

ゴール：収益の増加 

技術の検証 

接木 

改善型栽培技術 

コンポスト製造 

サイレージ製造 

改善型畜産技術 

水関連技術 

など 

検証活動に向けた検証活動に向けた検証活動に向けた検証活動に向けた

技術の選定基準技術の選定基準技術の選定基準技術の選定基準 

確立確立確立確立    
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調査実施の重要性を喚起するためには、EVAP 普及パッケージのなかでエンドライン調

査を明示すべきである。具体的には、「フォローアップと普及」活動と同じボックスに、

エンドライン調査の実施を明記する。 

 

（3）PDM の改訂（上位目標の指標改訂） 

上位目標の達成度は、プロジェクト終了 3～5 年後に評価されることになる。そのため

には、上位目標の指標が測定可能なものでなくてはならない。現行の指標は測定不能なの

で、新たに以下に示す指標を提案する。 

「農業庁が実施する EVAP 普及パッケージ活動の受益者の利益が、非受益者の利益より

も高い」 

測定の手法は、EVAP 普及パッケージの受益者と非受益者に対する標本調査である。調

査では、農家が導入した技術と収益を確認する。改訂版 PDM（案）の詳細は、付属資料 4

に示すとおりである。 

 

４－１－２ パレスチナ側に対する提言 

（1）延長期間の活動実施に関する提言 

プロジェクトの第 5 サイクルは、JICA 専門家の限定的な支援の下、パレスチナ農業庁が

主体となって実施されるべきである。パレスチナ側は、特にフォローアップと普及に関す

る活動について、必要な予算を確保する必要がある。 
 

（2）延長期間終了後における活動拡大に関する提言 

パレスチナにおいて高付加価値型農業を普及させるためには、目標と戦略からなる

EVAP 普及パッケージの適用拡大計画が策定されなくてはならない。同計画は、農業庁に

よって承認される必要がある。農業庁は、第 5 サイクルの活動を通じ、同計画の基礎とな

る情報、例えば、EVAP 普及パッケージ関連活動に必要な予算、人員などを確認すべきで

ある。 

 

４－１－３ 日本側に対する提言 

日本側は、第 5 サイクルの実施、特にフォローアップと普及に関する活動について、必要な

予算を確保する必要がある。 

第 5 サイクルの実施期間は、次作期の 2014 年 9 月から 2015 年 5 月になると想定される。こ

の期間には、6 カ月間の延長期間が含まれる。第 5 サイクルは、パレスチナ側が主体的に実施

することが期待されるので、JICA 専門家の派遣はこれまでよりも少なくなる。具体的には、ジ

ェンダーと普及戦略の専門家の派遣が考えられる。これら専門家により、EVAP 普及パッケー

ジの最終化と有効性が検証された技術の普及が行われる。 

 

４－２ 教訓 

４－２－１ プロジェクト初期における活動フロー設定の重要性 

第 1、2 サイクルの実施を経て、それまでの活動を踏まえたうえで、活動全体のフローとな

る EVAP 普及パッケージが提案された。第 1、2 サイクルの活動は、個々の対象組合において
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技術の検証と実際の普及活動が混在しており、活動のめざすべきところ、すなわち出口がみえ

にくい状況であった。普及活動のフローを何らかの形で取りまとめ、わかりやすい形で示さな

い限り、プロジェクト終了後にパレスチナ側が同様の活動を継続することも期待できなかった。

EVAP普及パッケージの提案された第 3サイクル以降は、個々の活動の位置づけが明確になり、

効果的かつ効率的なプロジェクト運営が可能となった。 

プロジェクトでは、最終的に活動フロー（今回プロジェクトでは EVAP 普及パッケージ）の

設定に成功したものの、その時期には遅れがあった。結果として、効果が検証された技術の普

及活動が遅延し、プロジェクト目標の達成度に影響を与える結果となった。一連の活動を実施

するに先立って、個別活動の中身だけではなく、活動と活動との関連性も踏まえた活動のフロ

ーを設計するべきである。この段階でのフローは、仮のものという位置づけとし、その後の実

践から適宜改良を重ね確立をめざすこととしたい。この過程こそ、技術協力プロジェクトの特

徴であり、かつ利点といえる。 

 

４－２－２ ニーズに即した適正技術特定の重要性 

プロジェクトでは、地域の特性、すなわち気候的な環境、市場状況、政治状況に起因する制

約要因などを考慮したうえで、適正と思われる技術を検証し、そして普及を図ってきた。それ

ら技術の多くが、生産者、カウンターパート並びに消費者のニーズと合致したことが中央政府

より高く評価されている。一部の技術、特にスイカの接木などについては、前フェーズの ASAP

で既に検証されており、その経験を生かしたことで、効率よく普及が進んだ。パレスチナでは

病害によってスイカ生産が 20 年来途絶えていたこともあり、パレスチナ産スイカに対する消

費者ニーズも高かった。コンポスト技術は、特定の化学肥料輸入が禁止されているパレスチナ

農家と農家を支援するカウンターパートに強く望まれていた技術であった。 

こうした技術を迅速に特定することで、技術の「検証」に早期に着手でき、プロジェクトの

早い段階で「普及」に移ることができる。「検証」と「普及」の時間を十分に確保することで、

目に見える成果を早く確実に生み出すことが可能となる。これにより、受益者である農家や普

及員の動機づけが促進されるだけでなく、中央省庁などからのプロジェクトへ関心、支援を導

き出すことが容易となる。 

 

４－２－３ 他プロジェクトの経験の活用（和文版のみ） 

以下において、本プロジェクトにおける他案件の活用と本プロジェクトの成果の活用の可能

性の 2 つについて述べる。 

本プロジェクトにおいては、詳細計画策定調査時に SHEP を参考にプロジェクトの一部枠組

みが構成された。主に、高付加価値農業の普及を果たすために、市場と農家をつなぐ SHEP の

取り組み事例のいくつかが試行された。当初は、SHEP のお見合いフォーラムを参考にして開

催されたマッチングフォーラムでは、参加市場関係者と農家のミスマッチや活動ごと前後のつ

ながりが弱いなど、効果は限定的であった。しかし、終了時評価時点では、EVAP 普及パッケ

ージでは、SHEP アプローチの肝とされているビジネスとしての農業の推進、具体的には市場

関係者と農家の間にある市場情報のギャップの緩和に対する取り組みと関係者のモチベーシ

ョンを上げていく仕掛けの双方が導入されている。 

一方で、SHEP アプローチを参考にしつつパレスチナの状況に合わせた EVAP 普及パッケー
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ジの骨格が開発されている状況でもある。パレスチナの状況に合わせた改良として、適用技術

の検証プロセスとその普及が取り入れられた。アフリカでは、農業技術についていえば、正条

植えや適期の除草など非常に基礎的な技術の導入によって収量が上がり、所得向上も図られる。

これに対し、パレスチナや他の中東諸国の農家では技術レベルは一定程度であるため、アフリ

カのような基礎的な技術の導入だけでは所得向上にインパクトは小さく、よって新技術や新品

種の導入などが求められる。 

EVAP 普及パッケージでは、市場志向型農業と技術検証ステージを融合されている。このパ

ッケージは、技術検証に市場の視点を入れているため、従来の適正技術開発をメインとした案

件においても大いに参考になるといえる。 
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第５章第５章第５章第５章    総括総括総括総括 
 

（1）本プロジェクトへの期待 

パレスチナの農業セクターにはさまざまな制約があるが、パレスチナ側カウンターパート

や一部の農家グループは、本プロジェクトの効果を実感しており、彼らの自信や希望につな

がっている。 

合同評価チームは、本プロジェクトの 6 カ月延長することを提案したが、プロジェクト目

標を達成することで、EVAP 普及パッケージを確立し、本プロジェクトの上位目標達成に向け

たインパクトや持続可能性を高めることが重要との考えによる。したがって、プロジェクト

の延長を提言するに至ったものの、本プロジェクトに対する否定的な評価ではないというこ

とを強調しておきたい。 

 

（2）将来の EVAP 普及パッケージの展開 

パレスチナ側には財政上の制約があり、予算手当は今後も課題になると推測する。 

しかし、本プロジェクトに関連して、農業庁では次期 Agricultural Sector Strategy に EVAP

普及パッケージによる普及展開を明示することを検討しており、少なくとも政策的には普及

展開の素地が整いつつあるといえる。 

通常は、プロジェクトの目標を達成すればプロジェクトは終了であるが、日本の協力の成

果をより多くのパレスチナ人に認識してもらうために、更なる普及展開の協力を検討しても

よいのではないかと思われる。 

幸いにして、カウンターパートは、能力、モチベーションが高く、農家に対する普及活動

に熱心に取り組んでおり、日本側の投入は大きくする必要はない。 

 

（3）EVAP 普及パッケージのブランド化 

EVAP 普及パッケージは、パレスチナでの技術協力の成果として、中東諸国での同様の協力

に活用することができると思われる。 

EVAP 普及パッケージは、ケニアで実施された SHEP アプローチを基にしているが、異なる

点は、新たな技術の検証である。これは、パレスチナの農家のレベルは高いために、新たな

技術を導入して、生産性や収益性を高める必要があるためである。 

EVAP 普及パッケージをパレスチナ生まれのブランドとして他の中東諸国に適用すること

は、単に技術協力のアプローチの応用というだけでなく、日本政府の掲げる「平和と繁栄の

回廊構想」にも沿うものではないかと思われる。 
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第６章第６章第６章第６章    延長終了時点でのプロジェクト目標達成状況延長終了時点でのプロジェクト目標達成状況延長終了時点でのプロジェクト目標達成状況延長終了時点でのプロジェクト目標達成状況 
 

６－１ プロジェクト延長の経緯 

終了時評価合同評価報告書の提言に基づき、2014年 9 月 16日に開催された第 6 回 JCCにてプ

ロジェクトの協力期間を延長することが合意され、M/M を以てプロジェクト期間の延長が正式に

決定された。協力期間の変更は次のとおりである。 

変更前：2011年 9 月 11日から 2015年 1 月 10日（40カ月） 

変更後：2011年 9 月 11日から 2015年 7 月 10日（46カ月：6 カ月の延長） 

 

６－２ プロジェクトの実績 

６－２－１ 投入実績 

終了時評価調査期間以降の実績も含めたプロジェクト協力期間全体における投入実績は、以

下のとおりであった。 

 

（1）専門家派遣実績 

担 当 氏 名 

人 月 

第 1年次 

2011.09- 

2012.08 

第 2年次 

2012.10- 

2013.08 

第 3年次 

2013.11- 

2015.07 

合計 

1. 総括/畑作灌漑 尾形 佳彦 5.50 3.50 6.80 15.80 

2. 副総括/営農・普及 II/組織* 1 大沼 洋康 5.00 5.50 8.50 19.00 

3. 営農・普及 I ラリス  カルヤ

ナ デバシリ 

2.00 3.00 1.50 6.50 

4. 野菜栽培・施設園芸 井上 邦夫 4.00 3.00 5.50 12.50 

5. 畜産 古賀 直樹 2.00 1.50 1.00 4.50 

6. マーケティング/普及戦略* 2 谷口 雅彦 2.00 4.00 9.20 15.20 

7. 畑作灌漑補助/業務調整 天野 貴久 0.20 0.00 0.00 0.20 

8. ジェンダー* 3 
山田 菜緒子 

- - 4.00 4.00 

9. マーケティング補助/業務調整* 3 - - 0.20 0.20 

合計 20.70 20.50 36.70 77.90 
*1：第 2 年次から副総括を兼務 
*2：2014年 11月から普及戦略を兼務 
*3：第 3 年次から追加された担当であるため、第 1 年次と第 2 年次の稼動はない。 
出所：事業完了報告書 

 

（2）本邦及び第三国研修 

No. 目 的 研修先 期 間 研修参加者数 

1 日本での農業技術普及、農業試験

研究、マーケティング支援と関係

機関それぞれの役割を理解する。 

日本 2012年 2 月 11日～ 

2012年 3 月 4 日 

6 名（うち 2 名は

2 週間のみ参加） 

2 日本での農業技術普及、農業試験

研究、マーケティング支援と関係

機関それぞれの役割を理解する。 

日本 2014年 8 月 17日～ 

2014年 8 月 31日 

12名（うち 5 名は

1 週間のみ参加） 
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3 灌漑システムの診断、作物要水量

の推定、灌漑システムのデザイン

適正化に関する基礎知識と技術を

習得する。 

ヨルダ

ン 

2014年 9 月 5 日～ 

2014年 9 月 12日 

10名 

合計 28名 

出所：事業完了報告書 

 

（3）東アジア連携（CEAPAD）を活用した第三国研修 

No. テーマ 研修先 期間 研修参加者数 

1 果樹栽培や加工技術に関する新技術 インドネシア 2012年 2月 20日

～ 

2012年 3 月 2 日 

12名 

2 畜産に関する新技術 マレーシア 2012年 9 月 1 日

～ 

2012年 9月 14日 

12名 

3 野菜栽培に関する新技術 インドネシア 2013年 2月 17日

～ 

2013年 3 月 1 日 

20名 

4 熱帯・亜熱帯果樹の栽培 マレーシア 2014年 10 月 12

日～ 

2014年 10 月 26

日 

15名 

5 人工授精（冷凍精液法） インドネシア 2015年 3 月 3 日

～ 

2015年 3月 12日 

10名 

合計 69名 

出所：事業完了報告書 

 

（4）機材供与 

No. 機材名 数量 目 的 

プロジェクト運営及び農業技術普及用資機材 

1 ラップトップコンピュ

ータ 

4 台 プロジェクト運営に必要な機材として、R/D 当初から予

定されていた。 

2 コピー複合機 1 台 

3 カラーレーザープリン

ター 

1 台 

4 プロジェクター 1 台 

5 プロジェクト車両 2 台 

6 HDビデオカメラ 1 台 タスクフォース会議並びに JCC会議において、関係者間

でプロジェクトの活動進捗を共有するため。 

7 プリンター複合機 2 台 ジェリコ農業局のジフトリック支局、トゥバス農業局の

アインエルベイダ支局にはプリンターがないため、プロ

ジェクトの活動を円滑化するため。 

技術検証用資機材 
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No. 機材名 数量 目 的 

8 コンポスト製造機材 3 式 コンポスト製造拠点をヨルダン渓谷内に設営し、農民グ

ループにコンポストの利用を促すため。スクリーナー、

ベルトコンベアー、チョッパー、トローリー、トラクタ

ー、フロントエンドローダーから構成。 

9 サイレージ製造機材 4 式 サイレージの製造と利用を促すため。サイレージ製造

機、コンプレッサー、ハーベスター、小型トローリーか

ら構成。 

なお、チョッパーについては 2 台のみ購入した。 

10 竹粉砕機 1 台 パレスチナ国内で購入できるチョッパーでは、デーツ葉

をスムーズに粉砕することが難しく、サイレージ材料と

して活用することが難しいことが判明した。そのため、

デーツ葉の粉砕が可能な機材を本邦にて試験的に調達

した。 

11 非破壊糖度計 1 台 プロジェクトで導入を促した果樹の果実につき、糖度を

測定することによって取引価格の増加がで期待できる。

パレスチナではいまだ非破壊糖度計は普及していない

ため、本邦にて調達した。 

12 インキュベーター 5 式 農民グループまたは小規模苗業者による接木苗の生産

と販売を促すためにプロジェクトからインキュベータ

ーを供与した。 

出所：事業完了報告書 

 

（5）在外事業強化費 

項 目 

金 額（USD） 

R/D での 

合意額 
執行額合計 第 1 年次* 第 2 年次* 第 3 年次* 

アドミニスト

レーション 
 808,000 106,000 207,000 495,000 

活動  1,069,000 224,000 345,000 500,000 

研修  672,000 125,000 191,000 356,000 

実証活動  298,000 0 154,000 144,000 

ローカルコン

サルタント 
 99,000 99,000 0 0 

機材  526,000 204,000 191,000 131,000 

合計 2,041,000 
2,403,000 

(+362,000） 
534,000 743,000 1,126,000 

*：契約年次ごとの支出額 

出所：事業完了報告書 
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６－３ 終了時評価調査時「提言」への対応状況 

６－３－１ 提言内容と対応 

終了時評価報告書に示されたプロジェクトへの提言内容とそれに対する対応は以下の表の

とおり。 

提言内容 対 応 

（1）フォローアップと普及の強化 

・個別技術の有効性は農家に伝わり始めているが、技

術を適用している農家数は限定的である。技術を農

家に普及していくための最適な普及戦略を検討す

る必要がある。 

・情報共有と議論を推進し、技術への興

味と関心を高めて農家に普及するとい

う普及戦略の下、宿題、研修参加の義

務化、スタディーツアーといった情報

共有と議論活性化の手法、適切な技術

普及のための各技術マニュアルの整

備、そして普及モニタリングと評価ミ

ーティングによるフォローアップの改

善を図った。また、これらを反映させ、

EVAP 普及マニュアルを改良した。 

（2）EVAP 普及パッケージの改善 

・第 4 サイクルの活動からジェンダー視点が導入され

たが、この結果や導入によるインパクトは検証され

ていない。第 4 サイクルのジェンダー関連活動をフ

ォローアップしたうえで、その結果を EVAP 普及パ

ッケージの改善に役立てることが求められる。 

・技術検証を始める前段階において、対象技術を選定

するための指標が設定されるべきである。 

・EVAP 普及パッケージの最後のステップにおいてエ

ンドライン調査が含まれるべきである。 

・第 4 サイクルで実施したジェンダー主

流化活動をフォローアップし、その結

果を EVAP 普及パッケージの最終化に

反映させた。 

・デモンストレーション実証ガイドライ

ンで、選定基準と評価の手法を明確化

した。 

・EVAP 普及パッケージの最終化におい

て、最後のステップである「フォロー

アップ・評価」にエンドライン調査を

含めた。 

（3）PDM の修正 

・プロジェクトの上位目標の指標を、測定可能なもの

とするべきである。「農業庁により EVAP 普及パッ

ケージが適用された受益者の収益が非受益者の収

益より高い」に修正する方がよい。 

・PDM 第 3 版で、指標を改定した。 

出所：事業完了報告書 

 

６－３－２ 運営指導調査団の派遣 

プロジェクト延長期間における提言への対応状況及び活動のモニタリングを目的として、

2015年 3 月 13日から 3 月 17日まで、運営指導調査団を派遣した。詳細な日程、団員構成は以

下のとおり。 
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（1）日程 

日 付 業務日程 

3 月 13日 金 

他案件用務→ 

カイロ - イスタンブール（ET452） 

イスタンブール - テルアビブ（TK798） 

3 月 14日 土 

テルアビブ - ラマラ 

現場視察： 

An-nawagi Extension Gropu、Kherbet Abu Allan Demo Farms 

専門家打合せ 

3 月 15日 日 

農業庁副大臣表敬・農業庁普及局長協議・農業庁副大臣補表敬 

現場視察： 

Al-Muafah Extension Group、Giftlik Sons Cooperative 

3 月 16日 月 

ナブルス県農業局訪問 

現場視察： 

Beit Hassan Rural Women Association, An-Nassaryia Cooperative, Bouq’eh 

専門家打合せ 

3 月 17日 火 

ベツレヘム県農業局訪問 

ラマラ - テルアビブ 

JICA 事務所打合せ 

テルアビブ - イスタンブール（TK789） 

3 月 18日 水 イスタンブール - 成田（TK052） 

 

（2）団員構成 

氏 名 所 属 

相川 次郎 JICA 国際協力専門員 

会津 菜穂 JICA 農村開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム調査役 

 

主要な調査結果は次のとおり。 

（1）フォローアップと普及の強化＝普及戦略の検討 

① 第 1 から第 3 サイクルの農家を対象とした活動 

・「技術相談会」（Technology Dissemination Seminar）を開催した。 

これまで伸び悩んでいた技術（新作物、接木苗の導入）についてもある程度の普及が進んで

いる。この背景としては、デモ圃場の良好な結果、普及員による技術の習熟、そして技術や

作物ごとの「値段」を示したクロップバジェットを共有することで農家のモチベーション向

上に貢献したといった要因が考えられる。 

② 第 4、第 5 サイクルの農家を対象とした活動（EVAP 普及パッケージ） 

対象農家のうち、アクションプランで技術の導入に意欲を示した農家は、普及員の指導も得

ながら順調に計画を実施している様子が確認された。一方、アクションプランで手を挙げた

農家以外のメンバー農家は、今期の作付けが上手くいくようであれば、次の作付期から取り

組みたいといった意向を示している。つまり、対象農家グループ内での技術の普及・拡散、

あるいは対象農家外への技術の普及・拡散には、少なくとも現行の EVAP 普及パッケージに

参画してから 2 年の時間を見積もる必要があるといえる。 

・普及パッケージそのものなかには、手を挙げた農家以外のメンバー農家やそれ以外の対象
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に向けた技術の普及・広報といった活動は含まれておらず、成果が出れば自動的に技術は

広まるとの仮定に立っている。 

・さらに、「デモンストレーション圃場」を設定した農家に対し、プロジェクトは苗木やコ

ンポストの費用負担を行っているが、この圃場を活用した農家自身あるいは普及員、DOA

による活動を仕掛けていない。 

・「儲かる技術は自動的に広まる」、「グループメンバーの間では自動的に情報が共有される」

といった前提に立つのでなく、技術をグループ内外に広めていくための積極的な仕掛けを

残り期間で検討・実施する必要がある。 

（2）EVAP 普及パッケージの改良 

① ジェンダー主流化 

・第 4 サイクルより EVAP 普及パッケージにおけるジェンダー主流化を行った。具体的には、

女性の労働負荷軽減と女性・男性による営農に係る共同での意思決定を主眼とし、EVAP

普及パッケージのプロセスに含めた。 

・労働負荷削減技術（家畜の自動給水器、モニタリングカメラの導入）をアクションプラン

に組み込んだ農家グループでは、世帯全体での労働時間が減少し、これを別の活動に充て

ることができるようになったとの声が聞かれた。また、収穫期を待って、得られた現金収

入からこれらの機材を周辺農家も導入したい意向があるとのこと。 

・第 4 サイクルの活動に参加した妻の話を聞いた夫が第 5 サイクルの活動にメンバーとして

参加するようになった事例があった。 

・家計管理研修を通じて家族全体での収支がはっきりし、より効率的な家計の運営が可能と

なったとの声も聴かれた。 

・選定農家の女性（妻）を活動に参加させる方式を第 4 サイクルではとっていたが各活動へ

の女性の参加状況は芳しくなく、各活動の宿題を各家庭で夫婦が協力して実施する方式に

切り替えた。新方式による全体的な状況の変化、普及員の認識変化については、更なる情

報収集が必要と考えられる。特に DOA の農村開発分野を担当する普及員は女性グループ

と働いてきた経験を有し、営農活動にも積極的に参加している女性グループや女性が得意

とする各種の作物のマーケティング情報などを有していることから、EVAP 普及パッケー

ジの確定前に、改めてよく話し合い、特に EVAP 普及パッケージの普及員向け研修の実効

性、グループ選定基準や宿題方式の有効性について検討を進め、必要な改善を行うことが

望まれる。 

②プロジェクトで対象とする（検証する）技術の選定基準の確立 

・技術の選定基準については、ASAP 時代にとりまとめた普及ガイドラインを基にした「技

術選定の方法書」が、プロジェクトチームにより作成されつつある。EVAP 普及パッケー

ジの取りまとめまでに、農業庁側と十分協議し、選定基準及び選定の具体的な方法（メン

バー、時期、方法）が決定される必要がある。 

③エンドライン調査 

・対象は第 4 サイクルの農家。プロジェクト終了（JCC）までに間に合うように準備活動を

始めなければならない状況。 

・個別農家は、ベースライン調査時点で実際の農業収益が分かる情報を開示したがらなかっ

たため、現在の実施方法は、①農家の栽培作物（家畜頭数）、②面積、③導入した技術を

確認し、平均的な収益を計算する方法となっている。 

（3）第 5 サイクルの実施状況 

・マニュアル：プロジェクト作成のマニュアルに従いカウンターパートが主体となって活動

を進めている様子がうかがえた。各活動で日本人専門家は見守り役にとどまり、普及員が

自分たちで活動に使用する様式を用意し、定められた段取りに沿って、農家と対話しよう
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と試みていた。普及パッケージの改善点を訪ねたところ、普及員からは、「農家に対し、

技術を紹介するビデオを見せたい」「男女の役割分担など宿題となった項目について十分

に振り返る時間がとれていない」といった声が挙げられた。こうした、マニュアルを現場

で活用した際に判明した改良点などの意見聴取など、今後進めるべき事項は多々あるとい

える。 

・マーケティング研修及びビジネスフォーラム：いずれも名前と実態がそぐわない現状があ

るといえる。マーケティング研修では導入すべき個別技術の絞り込みが行われ、ビジネス

フォーラムでは、技術相談会と同様に関係する私企業、SMS、普及員を一堂に集めて、技

術に関する質問会を実施するようになっている。 

・営農記録と家計管理の必須化：これらの活動は市場志向型農業の導入にあたり非常に重要

なコンポーネントである。現在、これらは選択した農家にのみ情報提供する段取りとなっ

ているのでこれを必修化するよう改変する必要がある。 

（4）総括 

・EVAP 普及パッケージは、市場志向型農業普及と技術検証を組み合わせたものとなってい

る。しかし、市場志向型農業普及に関しては、市場情報を参考に作目を決めていくという

流れにはなっておらず、反対に特定技術の売り込み・適用に主眼が置かれているように感

じた。農家による市場調査は行われていない。このため、技術の検証に時間がかかる一方、

幅広く受益者を増やしていくことが効率的にはできていない。状況が異なるため単純に比

較することはできないが、技術はほとんど既存のものを活用しているケニア SHEPでは年

間 100グループ（2,000人以上）の農家を対象にしているのに比べて、EVAP では例えば第

４サイクルは 4 グループ、およそ 100人程度の受益者となっている。延長時以降、既存技

術の紹介と普及を進めているとのこと。市場志向型農業の推進の場合、所得向上のための

技術であれば、既存のものでも当然構わない。また、農家と目標を共有できるため（技術

オリエンテッドは、サプライ側の思いが強くなる）、農家のモチベーションも高いところ

に誘導しやすい。「技術オリエンテッドな手法は、マーケットオリエンテッドな手法に比

べると受益者数の観点からは効率的ではない」といえるのではないだろうか。 

 

６－４ プロジェクト終了時点での成果の達成状況 

プロジェクト終了時点（2015年 4 月収集データ）における成果の達成状況は、事業完了報告書

によれば、以下のとおり。 

成果 1：普及員が付加価値型農業の普及に係る技術と知識を習得する。 

指標 1-1：80％以上の普及員が付加価値型農業について理解する。 

指標 1-2：付加価値型農業を普及するための方法論を開発する。 

指標 1-3：指標 1-1と 1-2に従って普及員による農業技術の普及が行われる。 

 

以下のとおり、指標 1－1 から 1－3 は達成され、以て成果１は達成されたと判断される。 

延長期間を含め、プロジェクトでは、普及とモニタリング強化のために、技術相談会、第 4 サ

イクルでの普及・モニタリング強化、第 5 サイクルの試行的実施を行った。これらの活動を通じ、

普及員は SMSとともに農家に対して付加価値型農業について農家に対し説明を行う機会を通じ、

自らの理解も深めることとなった。（指標 1-1及び指標 1-3） 

EVAP 普及パッケージは第 4 サイクルを通じてより改編され、ジェンダー主流化及び技術の導

入を促進する要素が新たに組み込まれた。これは第 5 サイクルに試行的に実施され、結果的に

「EVAP 普及マニュアルに取りまとめられた。また、技術検証の結果は「デモンストレーション
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実証ガイドライン」、各種の研修・普及用の教材として取りまとめられた。（指標 1-2） 

 

成果 2：農民グループ及び農家の市場適応力が改善される。 

指標 2-1：60％以上の対象農民グループと農家がマーケットトレンドとニーズを説明できる。 

指標 2-2：90％以上の農民グループが農畜産品の生産に要する費用とその内訳を理解する。 

指標 2-3：対象農民グループの取引先の選択肢が増加する。 

 

以下のとおり、指標 2-1から 2-3は達成され、以て成果 2 は達成されたと判断される。 

終了時評価時点で 2-1 及び 2-2 は既に達成されており、この状態が維持されている。延長期間

の終了までに、生産に要する費用と内訳に係る更なる情報（クロップバジェットなど）の蓄積が

進み、教材の形で整理されたことから、普及員がこれを農家に共有しやすくなったといえる。加

えて、営農記録簿は、活動を継続した対象 24 農民グループ（第 1 から第 5 サイクル）のうち、

23グループが活用していることが確認されている。指標 2-3の取引先の選択肢の増加に関しては、

21グループがビジネスフォーラムののちにビジネスパートナーと連絡をとり、新しい取り引きや

活動に着手しようとしている。 

 

成果 3：付加価値の高い農産物を生産する技術と知識を農民グループ及び農家が習得する。 

指標 3-1：対象農民グループの 30％の農家が、高付加価値型の農畜産物を生産するための農業

技術を導入する。 

 

以下のとおり、指標 3-1は達成され、もって成果 3 は達成されたと判断される。 

対象農民グループは、自ら作成したアクションプランに基づいて、普及員のサポートを得なが

ら技術を実践した。最終的には下表にあるとおり、対象農民グループの 30％を越える 933農家が

付加価値の高い農産物を生産する技術・知識を導入した。 

 

６－５ プロジェクト終了時点でのプロジェクトの目標の達成状況 

プロジェクト終了時点（2015 年 4 月収集データ）における対象中小規模農家の農業収益性は

24.2％の向上となり、指標として設定していた 20％を越え、プロジェクト目標を達成した。 

算定の根拠となる技術ごとの普及状況は以下のとおり。 

 

技術名 
技術導入 

農家数 （人） 

導入農家 

割合（％） 

導入量 

（b） 

想定追加 

収益計 

（NIS） 

（c） 

追加収益に

対する寄与

度 （％） 

灌漑施設診断 37 4.15 291 dunum 58,200 1.37 

接木トマト 14 1.57 11 dunum 59,400 1.40 

接木キュウリ 18 2.02 22 dunum 83,850 1.97 

接木スイカ 30 3.37 594 dunum 759,200 17.86 

コンポスト製造 3（グループ）  54,000 bags 135,000 3.18 

コンポスト利用 53 5.95 551 dunum 110,200 2.59 

新作物の導入 43 4.83 347 dunum 1,607,500 37.82 
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技術名 
技術導入 

農家数 （人） 

導入農家 

割合（％） 

導入量 

（b） 

想定追加 

収益計 

（NIS） 

（c） 

追加収益に

対する寄与

度 （％） 

人工授精 243 27.27 3,210頭 963,000 22.65 

サイレージ製造・利用 31 3.48 2,723barrels 147,042 5.41 

- 粉砕デーツ 21  207㎥ 41,400 - 

- 粉砕トウモロコシ 21  207㎥ 41,400 - 

共同購入 422 47.36 
2,039,000 

NIS 
244,680 5.76 

合計 933*1 （100％）  4,250,872 （100％） 
*1：コンポスト製造グループ数は含まず。 
対象農家数の合計は第 1 サイクルから第 4 サイクルまで合計 649農家となる。上記の普及状況には第 5 サイク

ルの結果は含まない。 
出所：事業完了報告書 

 

６－６ 上位目標の達成見込み 

（1）上位目標の指標の変更 

終了時評価での提言に基づき、2015年 5 月 21日に実施された JCCにおいて、上位目標の

指標の変更について以下のとおり変更された。 

目標：・ヨルダン渓谷地域の農業経済が活性化する。 

・ヨルダン渓谷地域の農家の生計が向上する。 

指標：農業庁が EVAP 普及パッケージを適用した農家の収益が、未適用の農家より高い。 

 

変更前：1）対象地域における農業セクターの GDPが XX％増加する。 

2）ヨルダン渓谷地域の農家の所得が XX％向上する。 

変更後：農業庁が EVAP 普及パッケージを適用した農家の収益が、未適用の農家より高い。 

 

（2）上位目標の達成の見込み 

パレスチナ農業庁は、EVAP 普及パッケージの有用性を認め、これを「パレスチナ農業普

及戦略（2015-2018）」に位置づけ、今後はこれをヨルダン渓谷からパレスチナ全域に展開す

る方針を示している。したがって、ヨルダン渓谷地域においても、また他地域においても更

なる EVAP の普及パッケージの実践とパッケージの改善・改良が見込まれ、結果的には農業

経済の活性化、生計向上が期待できると推測される。 
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１．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第1版（2012年7月） 
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４．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第3版（案） 











































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	序文
	目次
	地図
	写真
	略 語 表
	主たる面会者
	評価調査結果要約表
	Summary of the Results of Evaluation Study
	第１章 終了時評価調査の概要
	第２章 プロジェクトの実施プロセスと実績
	第３章 評価の結果
	第４章 提言と教訓
	第５章 総括
	第６章 延長終了時点でのプロジェクト目標達成状況
	付 属 資 料
	１．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第1版（2012年7月）
	２．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第2版（2012年12月）
	３．合同評価報告書
	４．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）第3版（案）




